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1 生活習慣病予防のための運動と食事の併用効果に関する研究 21 生活習慣病予防のための運動と食事の併用効果に関する研究 2

2 日本人の食生活の多様化と健康への影響に関する栄養疫学的研究 6

3 「健康食品」を対象とした食品成分の有効性評価及び健康影響評価に関する調査研究 7

4 重点調査研究以外の調査研究に関する事項を達成するための措置 9

5 論文、学会発表等の促進 11

6 知的財産権の活用 11

7 講演会等の開催、開かれた研究所への対応 12

究 施 等 整 事 達8 研究実施体制等の整備に関する事項を達成するための措置 12

9 健康増進法に基づく業務に関する事項を達成するための措置 13

10 社会的・行政ニーズへの対応に関する事項を達成するための措置 14

11 国際協力 産学連携等対外的な業務に関する事項を達成するための措置 1411 国際協力、産学連携等対外的な業務に関する事項を達成するための措置 14

12 栄養情報担当者（NR）制度に関する事項を達成するための措置 15

13 情報発信の推進に関する事項を達成するための措置 16

14 運営体制の改善に関する事項を達成するための措置 16

15 研究・業務組織の最適化に関する事項を達成するための措置 17

16 職員の人事の適正化に関する事項を達成するための措置 17

17 事務等の効率化・合理化に関する事項を達成するための措置 18

18 評価の充実に関する事項を達成するための措置 18

19 業務運営全体での効率化を達成するための措置 19

20 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する事項を達成するための措置 19

21 経費の抑制に関する事項を達成するための措置 20

独立行政法人 国立健康・栄養研究所

21 経費の抑制に関する事項を達成するための措置 20

22 その他の業務運営に関する重要事項を達成するための措置 20

◎ 重 点 調 査 研 究 ３つの調査研究に重点化

事 業 概 要

① 生活習慣病予防のための運
動と食事の併用効果に関する研
究

② 日本人の食生活の多様化と
健康への影響に関する栄養疫学
的研究

③ 「健康食品」を対象とし
た食品成分の有効性評価及び
健康影響評価に関する研究

◎ 健康増進法に基づく業務
①国民健康・栄養調査の集計業務 ②特別用途食品等の表示許可等に係る試験業務

◎ 重点調査研究以外の調査研究
①若手研究者等による関連研究領域における基礎的・ 独創的研究
②食育推進基本計画に資する調査研究の推進及び情報提供
③超高齢化社会を見据えた高齢者の食介護に関する調査研究

◎ 国際協力・産学連携◎ 国際協力 産学連携
①アジア地域等における国際栄養ネットワークの構築 ②WHO-CC（ＷＨＯ指定研究協力センター）の設立準備
③大学・企業等との人的交流・共同研究の推進

◎ 情報発信◎ 情報発信
①健康や栄養に関する科学的根拠に基づく情報を収集
②情報はデータベースとして蓄積し、国民に広く役立つ形で発信

◎ 栄養情報担当者(NR）制度
「健康食品」等に関する国民の食の安全・安心確保に寄与
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生活習慣病予防のための運動と食事の併用効果に関する研究
評価項目

１

暫定評価期間

Ａ（4.36）

平成18年度

Ｓ（4.70）

平成19年度

Ａ（4.22）

平成20年度

Ａ（4.00）

平成21年度

Ｓ（4.50）

運動 身体活動による生活習慣病 次予防 食事と遺伝的因 相 作 解明並びに運動と食事とによる ド予防法に関運動・身体活動による生活習慣病の一次予防、食事と遺伝的因子の相互作用の解明並びに運動と食事とによるテーラーメード予防法に関し
て、ヒトを対象とした試験、動物や細胞等を用いた実験を行う。特に糖尿病及びメタボリックシンドロームの一次予防に資する調査及び研究に
特化・重点化する。

ａ 運動・身体活動による生活習慣病予防、運動と食事指導の併用を行った場合の効果等について、実験的、疫学的な調査及び研究を行う。
これにより食事摂取基準、運動基準等を作成するための科学的根拠の提示を行う。

【中期計画】

生活習慣病発症と身体活動量・運動
量・体力に関するシステマティックレ
ビューを行い、「健康づくりのための
運動基準2006」及び「エクササイズ

「生活習慣病一次予防のための大規模介入
研究」の1年目終了時に、276名のベース
ライン測定ならびに割付が終了した。生活
習慣病と介護の予防を両立する筋力トレー

「生活習慣病一次予防のための大規模介
入研究」の2年目終了時に、ベースライ
ン測定ならびに群の割付を終了した者は
605名で、1年後測定を終了した者は

「生活習慣病一次予防のための大規模介入
研究」の３年目終了時に、ベースライン測
定ならびに群の割付を終了した者は818名
で、1年後測定を終了した者は464名で

運動基準・エクササイズガイドの改訂のための科学的根拠の提示

運動基準 」及び クササイ
ガイド2006」の策定に貢献した。こ
れらで示された身体活動量の基準値週
23Ex（1日約10,000歩）の妥当性を、
食事摂取を考慮した上で検討するため
に「生活習慣病一次予防のための大規
模介入研究」を計画し、実施ためのシ

習慣病と介護の予防を両立する筋力トレ
ニングの方法としてスロトレに注目し、筋
肥大効果を明らかにした。

、 年後測定 終
295名であった。高齢者に対するスロ
トレが生活習慣病リスクを改善するのに
効果的であることを明らかにした。

、 年後測定を終了 た者 名
あった。 ベースライン測定分析の結果、中
高齢者では柔軟性の指標である座位体前屈
が血糖値や動脈スティフネスと相関するこ
とを世界で初めて明らかにした。

模介入研究」を計画し、実施ためのシ
ステム、指導マニュアル、測定評価法
の確立を終え、調査を開始した。

*1600
High-Flexibility

順調に研究が進捗し、平
成22年度は研究開始時の
目 標 で あ る 割 付 完 了 者
1 000名を目指す

「運動基準」「エクササイズガイド」で示さ
れた身体活動量の基準値週23Ex（1日約
10,000歩）の妥当性を検討するための「生
活習慣病一次予防のための大規模介入研究」
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同ベースライン分析によ
り、家事のような3メッ

1,000名を目指す。活習慣病 次予防のための大規模介入研究」
参加者の推移

0

200

400

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
ベースライン測定・割付完了 1年目介入終了

Young Middle Older

「生活習慣病一次予防のための大規模
介入研究」のベースライン分析によ
り、体の硬い中高年者は動脈も硬いこ
とが示された。
Yamamoto, Miyachi, Am J Physiol, 2009

り、家事のような3メッ
ツ未満の活動が少ない高
齢者は動脈も硬いことが
示された。
Gando and Miyachi, 
Hypertension, 2010 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

加速度計法を用いた様々な身 これまで評価が難しかった「歩行以外 二重標識水法を基準とすると、JALSPAQ 中学生や小学生を対象として、二重標識水法の測定を行

運動基準・食事摂取基準の改訂のためのエネルギー代謝研究

加速度計法を用いた様々な身
体活動の強度の評価法の検
討、および、二重標識水法を
妥当基準とした簡便法による
日常生活における身体活動量
の妥当性の検討を開始した。

これまで評価が難しかった「歩行以外
の身体活動」の評価が可能な加速度計
を新規に開発し、総エネルギー消費量
も従来より正確に推定できることが明
らかになった。一般健常人において、
既存の推定式より正確に推定できる基
礎代謝量推定式を開発した

二重標識水法を基準とすると、JALSPAQ
（身体活動量質問票）は、他の質問紙法に
比べ、成人における総エネルギー消費量を
より正確に推定できることが明らかになっ
た。また、成人における歩行や、小学生に
おける様々な身体活動について、加速度計
による推定の妥当性を検証した。

中学生や小学生を対象として、二重標識水法の測定を行
い、いずれも現在の食事摂取基準の標準値よりやや高い身
体活動レベルの値が得られた。また、成人を対象に、二重
標識水法から得られた身体活動レベルに仕事内容が寄与す
ることを示唆する結果が得られた。また、食事摂取基準
2010年度版のエネルギーの項目改定作業に取り組んだ。

礎代謝量推定式を開発した。 による推定の妥当性を検証した。

「日本人の食事摂取基準（2010年版）」で使用されてい
る、日本人を対象にDLW法で得られた身体活動レベル
（PAL)のデータ（▲と●）

開発した新しい３次元加速度計による、各活動強度（METs）
の推定値と実測値

DLW法及び質問紙法（JALSPAQ)に
より評価した1日のエネルギー消費量

TEE by JALSPAQ (kcal)

＊●は、（独）国立健康・栄養研究所のデータ

2.5

3

（

r=0.727
(p<0.001)

▲ は、他の研究グループのデータ
（● は、 （独）国立健康・栄養研究所のデータ（投稿準備中））

1.5

2

（
P

A

L)姿勢の変化から歩行と生活活動を区別することにより、いずれの活
動でも、5％前後かそれ以下の推定誤差
⇔他の加速度計は 活動によって平均20％以上の誤差

TEE by DLW (kcal)

1

0 20 40 60 80 100
年齢（歳）

⇔他の加速度計は、活動によって平均20％以上の誤差
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250

l)

TE (女性）

250
男性 女性

各基礎代謝推定式による推定誤差

y

質問紙（JALSPAQ)は、これまで海外
で使用されている質問紙に比べると、
DLW法により測定したTEEとの相関は
強かった。
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DLW法：総エネルギー消費量・身体活
動量を正確に評価

（現時点でベストの方法）

各種栄養調査 疫学調査

○小児の身体活動レベル：食事摂取基準の改定に向けて、中学生80
名を対象にDLW法により身体活動量を測定し（国内初）、（●）の
値を追加した。
○成人における身体活動レベル推定のための調査票：上記のデータ
ベース（ ● ）を用いて、有効な項目（仕事内容、運動習慣…）の
抽出を進めている。

0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①基礎代謝基準値，②加算値，③Harris－Benedict式，④Schofield式，
⑤FAO/WHO/UNU式，⑥健栄研の式

男女とも、⑥健栄研の式の推定誤差（TE ：total error）が最も小さい

JALSPAQ：各種栄養調査・疫学調査
に使える簡易な方法

小児及び成人の身体活動レベルの基
礎的データを得ることができた。
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佐久肥満克服プログラム（佐久肥満克服プログラム（SCOP StudySCOP Study））
管理栄養士・運動指導士・医師等のチームにおける栄養教育・運動指導等による肥満解消を
目的とした介入研究

脱落率
14.0％SCOP開始時40-64歳

2プログラム
参加に同意

9
7

無
作

A群
119名

介入 追跡１年目 追跡2年目

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

開始時 歳
BMI＞28.3

3
5
名

参加に同意7
6
名

作
為
割
付

119名

B群
116名

介入

介入 追跡１年目

90

SCOP体重変化

116名 介入

2009年7月の健診で 3年間の介入プロ

75

80

85

体
重

（
ｋｇ

） A群男性

B群男性

A群女性

・2009年7月の健診で、3年間の介入プロ
グラムが終了。
・１年間の栄養教育・運動指導等により両
群ともに約５kgの減量を達成した。2009
年終了時の健診においてA群（追跡2年

65

70

2006年 2007年 2008年 2009年

B群女性

A群

年終了時の健診においてA群（追跡2年
目）・B群（追跡1年目）ともに、依然とし
て介入前と比べて体重は低かった。

介入 追跡1年目 2年目

介入 追跡1年目

介入介入 追跡追跡11年目年目 22年目年目

介入 追跡追跡11年目年目

A群

B群

研究目的：食事と運動の併用による健康教育の短期及び長期的効果を実証するために、
コホ トを基盤としたＲＣＴ介入試験を実施し 効果的な教育法を確立するコホートを基盤としたＲＣＴ介入試験を実施し、効果的な教育法を確立する。

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

肥満克服プログラム
介 群

介入群の介入終了 介入とフォローアップ フォローアップと長期観察コ
ホート確立

男女共に平均５kg体重減
少 内臓脂肪減少 血圧低

介入終了1年後のフォロー
アップ調査の結果から 体重

男性はリバウンド無群は歩
数を保持していたが 女性は

介入群

対照群

ホート確立

実施場所：佐久総合病院･人
間ドック科

少、内臓脂肪減少、血圧低
下、高血糖からの離脱。食行
動の改善、歩数の増加が見ら
れた。

食事記録７０％以上のセル
フモニタリングが達成できて

アップ調査の結果から、体重
は平均1.5ｋｇのリバウンド
が認められたが、これまでの
報告に比較し、よく保持でき
ていた。

女性は血圧は保持できてい

数を保持していたが、女性は
リバウンド群も歩数は低下し
ていた。女性のリバウンド群
では、食行動が悪化してい
た。

栄養教育の長期観察研究を
対象者：人間ドック受診者
235名の肥満者(平均ＢＭＩ
28.3）
介入方法：行動変容理論に基
づいた食事と運動の1年間の

フモニタリングが達成できて
いると体重減少が大きかっ
た。

女性は血圧は保持できてい

た。
栄養教育の長期観察研究を

目的とし、肥満克服プログラ
ム参加者を含む5,000人規模
のコホートを確立した。

90

95
開始時

介入後12 0

15.0

体 ＊ 18000
有群 無群女性

個人対応での介入
ツールの開発：

70

75

80

85

90

体
重
（

ｋ
ｇ
）

1年Follow Up

0 0

3.0

6.0

9.0

12.0
重
減
少
量

（
ｋ
ｇ

） 4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

歩
数
（

歩
）

有群 無群女性

60

65

男性 女性

0.0

70％未満 70％以上

食事目標平均達成率（％）

男性(n=57) 女性(n=55)

0

2000

介入終了時 追跡2年時

運動と栄養の併用による教育効果を検討し その効果の持続性について明らかにし 効果的な教育

体重減少とセルフモニタリング 2年間の体重の変化
減量成功者におけるリバウン
ド有無と歩数の変化

運動と栄養の併用による教育効果を検討し、その効果の持続性について明らかにし、効果的な教育
法を確立した。教育効果を長期観察する為に、コホートを構築し継続的なフォロー体制を確立し
た。
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ｂ 遺伝子改変動物を用い
て、運動や食事指導によっ
てメタボリックシンドロ

【中期計画】 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

高脂肪食が糖尿病・メタボリックシンドロームを発症するメカニズムを解明するための分子レベルでの研究

てメタボリックシンドロー
ム及び生活習慣病がいかに
予防されるのかを、遺伝子
解析等による分子レベルで
の機序解明を試み、運動と
食事指導による生活習慣病

血管内皮細胞における主要な
インスリン受容体基質(IRS)2
に着目し解析した。

血管内皮細胞のIRS2が骨格筋
の糖取り込み調節に重要な役
割をしていることを明らかに

高脂肪食誘導性肥満モデル
(HF)マウスでも血管内皮細胞
のインスリンシグナルが低下

HFマウスにPGI2アナログを
投与すると血管内皮細胞のイ
ンスリンシグナルの感受性を

・高脂肪食負荷に伴うインスリン抵抗性の分子メカニズムについて

食事指導による生活習慣病
のテーラーメード予防法の
開発に資する科学的根拠を
提示する。

に着目し解析した。 割をしていることを明らかに
した。

のインスリンシグナルが低下
し、骨格筋の糖取り込みが障
害されていた。

ンスリンシグナルの感受性を
増加し、障害されていた骨格
筋の糖取り込みが改善した。

IRS-2 IRS-2 IRS-2

インスリン

血管内皮細胞

血管内皮特異的IRS-2欠損マウス
（血管内皮の主なIRS)

高脂肪食負荷マウス

IRSs IRSs IRSs

血管内皮細胞

PGI2
アナログ

IRS-2 IRS-2 IRS-2

eNOS

インスリン

IRSs IRSs IRSs

IR
P

毛細血管拡張能
間質内インスリン

eNOS

血管弛緩反応
間質内インスリン

骨格筋細胞 IR

P

eNOS

骨格筋細胞

骨格筋
糖取り込み

IRS-1チロシンリン酸化

PI3キナーゼ/Akt活性化

骨格筋細胞

骨格筋
糖取り込み

IRS-1チロシンリン酸化

PI3キナーゼ/Akt活性化

IR
骨格筋細胞

これまでにない新規のインスリン抵抗性改善薬あるいは糖尿病治療薬の開発につながる可

能性が示唆された。

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

運動による肥満・糖尿病予防機序の解明

運動によるミトコンドリア増殖
促進因子PGC-1α増加には交
感神経活性化が関与していた。

βアドレナリン受容体欠損マウ
スを用いて運動における交感神
経系の役割を推定した。

PGC-1αには3つのアイソフォーム
があることを見出した。
運動中の脂肪酸酸化亢進には

運動中の脂肪酸酸化亢進には骨
格筋のLKB1活性が必須である
ことを明らかにした。

・運動中および運動トレーニングによる脂質代謝改善機序について

神経 性化 関 。 経系 役 推定 。
AMPKα2の活性化は必須でないこ
とを明らかにした。

明 。

運動

インスリン抵抗性改善筋肉内脂肪筋肉での脂肪燃焼1
(LKB1)

運動 体重減少脂肪組織

筋肉のPGC-1α
燃焼効率

運動は筋肉での脂質の代謝を促し、
肥満や糖尿病を防ぐ

2

(β2受容体活性化)

筋肉のミトコンドリア

トレーニングによる
繰り返し

肥満や糖尿病を防ぐ。

詳細なメカニズムを明らかにして、安全で効果的な肥満・糖
尿病予防・治療法を探す。

検討項目１ 検討項目２
運動強度

Low High

交感神経系

低強度運動時の脂肪燃焼量 (mg/min/kg0.75)

15

20

25

筋肉のAMPK活性抑制マウス

野生型

筋肉のLKB1活性抑制マウス

野生型

検討項目１ 検討項目２

PGC 1α b isoform

exon 1b exon 1a

β2-アドレナリン受容体

β2-blocker

PGC 1 i f

PGC-1α gene

(
0

5

10

15

30 0 30

安静時 運動時 安静時 運動時

30 0 30 (分) PGC-1α-b isoform

PGC-1α-c isoform

PGC-1α-a isoform( (

新規PGC-1α (b, c isoform)を発見し、その発現にはβ2アド
レナリン受容体活性化が必須であることを明らかにした。

運動による脂肪燃焼増加には、LKB1活性が必須である。

「LKB1」は運動が”ON”する脂肪燃焼のスイッチ!!

-30 0 30 -30 0 30 (分)
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

脂肪肝（非アルコール性・アルコール性）発症機序解明及び発症を予防する食品成分の検索

⾼スクロ ス⾷と⾼脂肪⾷に 脂肪 種類による脂肪肝発症 脂肪 種類による脂肪 高脂肪食摂取による脂肪

β-コングリシニンは ⾼スク

⾼スクロース⾷による脂肪肝発症は
SREBP-1c活性化により、⾼脂肪⾷
による脂肪肝発症はPPARγ2活性化

⾼脂肪⾷をマウスに投与すると、飽和脂肪酸を多く含
むバター、トランス脂肪酸を多く含むマーガリンを摂
取した場合、多価不飽和脂肪酸を多く含むサフラワー
油を摂取した場合よりも早く脂肪肝を発症することを ⾼脂肪⾷を ウスに与え 脂肪肝

⾼スクロース⾷と⾼脂肪⾷に
よる脂肪肝発症機序の違い

脂肪の種類による脂肪肝発症
の差異

脂肪の種類による脂肪
肝発症の差異
β-コングリシニン（大
豆タンパク質）の効果

高脂肪食摂取による脂肪
肝発症で発現増加する肝
臓PPARγ2の発現抑制に
よる脂肪肝改善

β-コングリシニンは、⾼スク
ロース⾷による脂肪肝発症も
⾼脂肪⾷による脂肪肝発症も
予防した。

による脂肪肝発症はPPARγ2活性化
によることを明らかにした。

600

800

1000

a

b b

(m
g/

g 
liv

er
)

油を摂取した場合よりも早く脂肪肝を発症することを
明らかにした。バター、マーガリンを摂取した場合、
PPARγ2の発現が顕著に増加していた。

⾼脂肪⾷をマウスに与え、脂肪肝
発症初期の段階で、アデノウィル
スを⽤いて肝臓におけるPPARγ2
の発現をノックダウン（発現を
50%抑制）すると、PPARγ2タン
パク量の減少とともに、脂肪肝の

0

200

400
a

Li
ve

r 
T

G
 ( ク量 減少とともに、脂肪肝

改善が認められた。飽和脂肪酸過
剰摂取により発症する脂肪肝は、
肝臓でのPPARγ2活性化の抑制に
より治療できる可能性が⽰された。

高脂肪食 CD36など脂肪酸流

脂肪肝

高脂肪食

高炭水化物食
（高スクロース食）

転写因子
PPARγ2の活
性化

脂肪酸合成酵素など脂

CD36など脂肪酸流
入、脂肪滴形成にかか
わる分子の遺伝子発現
増加

転写因子
SREBP-
1cの活性化

⿂油（エサ100g中に4g）は、マウスの
⾼スクロース⾷による脂肪肝発症を予防
したが、⾼脂肪⾷による脂肪肝発症には

遺伝子発現抑制なし

PPARγ2発現抑制あり

肪酸の新規合成にかか
わる酵素の遺伝子発現
増加

魚油の効果

400

500

600

g/
g 

liv
er

)

b

bc

c
魚油 (-)

魚油 (+)

効果を⽰さなかった。⾼スクロース⾷に
よる脂肪肝発症予防は、SREBP-1c活性
化抑制が原因。

マウスにアルコールを投与するとアルコー
ル性脂肪肝を発症する その発症機序は多

b アルコール投与無し

アルコール投与あり200
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G
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m
g/

g 
liv

er
)

b

a
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魚油の効果

0

100
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300

Li
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r 
T

G
 (

m
g

a

a a

ル性脂肪肝を発症する。その発症機序は多
岐にわたっていた。前⽇に⿂油を摂取させ
ると、肝臓脂肪蓄積が70%抑制された。⿂
油摂取は、予めSREBP-1c活性を低下して
おくことで、アルコール性脂肪肝発症を予
防することを明らかにした。

a
a

魚油コント
ロール

0

50

100

150

Li
ve
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G
 (

m
g/

g

コントロール 高脂肪食高スクロ
ース食

Li
ve

サフラワー油 バター
0

50

コントロール

コント
ロール

平成19年度 平成20年度 平成21年度

エネルギー摂取制限及び栄養素欠乏時に於ける代謝変動の分子メカニズムの研究

【目的】

食事制限による延命効果における骨格筋FOXO-1 の
役割を検討

脳卒中に対するマクロニュートリエント摂取バラ
ンスの影響を検討

脳卒中に対する食事制限の影響およびそのメカニ
ズムを検討

【目的】
エネルギー摂取制限は主要な肥満治療法であり、ヒトにおいても延命効果が期待されうる。一方、栄養素の欠乏は脳血管機能障害や皮膚、発育障害などを生じるおそ
れがある。そこで、エネルギー摂取制限によって生じる代謝変動、 エネルギー消費量減少などの生体適応現象を分子レベルで明らかにする。

Fig.1 Fig.3 Fig.5

55% 蛋白質 55 10 35

蛋白質 脂肪 炭水化物

75

100

4
***
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食事制限はマウス骨格筋のFOXO-1 mRNA発
現を亢進した(Fig.1)。しかしながら、骨格筋特異
的なFOXO-1 の過剰発現は延命効果をもたらさな

蛋白質摂取量がSHRSPの脳卒中の発症に強
く影響を及ぼし、高蛋白質食は脳卒中発症を抑
制し 低蛋白質食では亢進する事を認めた

食事制限はSHRSPの脳卒中発症を有意に抑
制した(Fig.5)。そのメカニズムとして食事制限
による炎症の抑制が示唆された（Fig 6）

Age of mice (months) Age of mice (months)

0 10 20 30 0 10 20 30

食事負荷期間（日）

0 20 40 60 80

0

60

C
R
P
 

Control DR
0

1

M
C
P
‐1

Control DR

的なFOXO 1 の過剰発現は延命効果をもたらさな
かった（Fig.2）。

制し、低蛋白質食では亢進する事を認めた
（Fig.3,4）。

による炎症の抑制が示唆された（Fig.6）。

バランスの取れたエネルギー制限はヒトにおいても脳血管障害を抑制し、延命効果を示す可能性がある
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ｃ ヒトを対象として、基
礎代謝量と遺伝素因の相互
作用や遺伝子多型と各栄養

【中期計画】 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

遺伝子多型と栄養素等摂取量・身体活動量等の諸因子との相互関係についての研究

素摂取量、身体活動量等と
の関係を明らかにし、生活
習慣病発症の遺伝、環境リ
スクの相互関係を解明する。

インスリン分泌能の低下は認められるが糖尿病は発症しないグ
ルコキナーゼへテロ欠損マウス(GK+/-)に高脂肪食を負荷すると、
膵β細胞の増殖障害により、代償性の膵β細胞過形成が障害し
ていた。

この増殖障害のメカニズムの
一部にIRS2遺伝子が重要な役
割をしていることが示唆され
た。

膵β細胞増殖におけるIRS2の役
割を明らかにするためにIRS2を
欠損した膵β細胞株を樹立した。

・高脂肪食負荷に伴う代償性のインスリン分泌増加の分子メカニズムについて

膵β細胞増殖にIRS2が重要であることが
明らかになった。

罹患同胞対法を用いた全ゲノム
解析、候補遺伝子アプロ-チ、
GWASにて新規の2型糖尿病感
受性遺伝子の同定を試みた。

HNF4α遺伝子とAMPKα2サ
ブユニット遺伝子、Tcf7l2遺伝
子、HHEX遺伝子、KCNQ1遺
伝子が2型糖尿病感受性遺伝子で
あることを同定した。

同定した2型糖尿病感受性
遺伝子を用いて糖尿病感受
性遺伝子の組み合わせと糖
尿病発症リスクを検討し
た。

1つのリスクアリルあたりOR = 
1.29倍ずつ2型糖尿病のリスク
が直線的に上昇することが明ら
かとなった。

あることを同定した。

候補遺伝子アプローチ 全ゲノムスキャン

数百のマイクロ 10万～50万

17

15
P値 = 5.4 × 10 -53

2型糖尿病感受性遺伝子のリスクアリルの個数と糖尿病リスク

候補遺伝子SNPの検索

糖尿病 正常対照者

相関解析

数百のマイクロ
サテライトマーカー

連鎖解析
（罹患同胞対）

10万～50万
SNP

相関解析／GWAS
（ケース・コントロール）

KCNQ1, TCF7L2, CDKAL1, 
CDKN2A/B, IGF2BP2, 
SLC30A8, HHEX, 
GCKR,HNF1B,
KCNJ11 ,PPARGに
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糖尿病感受性
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KCNJ11 ,PPARGに
ついて解析7
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O
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1.411.00
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2.24
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4.02

HNF4α、AMPKα2サブユニット Tcf7l2、HHEX、KCNQ1
数0-6      7       8        9      10     11      12     13   14-18     

個々人がどのくらい糖尿病になりやすいかがわかり、テーラーメイド医療に繋がる

日本人の食生活の多様化と健康への影響に関する栄養疫学的研究
評価項目

２

暫定評価期間

Ａ（4.09）

日本人の食生活の多様性
を科学的に評価するための
指標及び調査手法を開発

【中期計画】 平成18年度

Ａ（4.00）

平成19年度

Ａ（3.78）

平成20年度

Ａ（4.33）

平成21年度

Ａ（4.25）
指標及び調査手法を開発
し、それが健康に及ぼす影
響について疫学的な調査及
び研究を行う。特に日本人
の食事摂取基準等の科学的
根拠となるデータの蓄積と

「日本人の食事摂取基準」の策定のための科学的根拠の創出と提供

日本人の食事摂取基準(2010年度版)策定

2010年版の策定業務に 策定検討委員 ワ キンググ

公表

日本人で 生体指標と実際 食事摂取 介護３施設では それぞれ 施設別病

科学的根拠となる栄養疫学研究

｢健康日本２１｣の評価への
応用という点を重点目標と
する。

ａ 栄養に関する実践に
おいて最も基本的かつ重要
な指針である「食事摂取基 資料収集とデ タベ 作成 構築

・2010年版の策定業務に、策定検討委員、ワーキンググ
ループメンバーとして参加するとともに、ワーキンググ
ループ間の調整、連絡業務を実施

・REFERENCE事務局を所内に設置、厚生労働省ならび
に所内外への資料提供

日本人での生体指標と実際の食事摂取
との関わりについて検討し、24時間畜
尿の妥当性、DHQから計算されたGI
およびGLの相対妥当性やエネルギー摂
取量とDLWによる総エネルギー消費量
との相関などについて明らかにした。

介護３施設では、それぞれの施設別病
態の影響はあるものの、多くが現行の
日本人の食事摂取基準（2005年版）
を使用していることや、地域在住高齢
者では極端な食事摂取の異常は認めら
れないことを明らかにした。

今後 改定にむけて改良な指針である「食事摂取基
準」について、平成２０年
度に予定される改定作業に
向け、系統的レビューを平
成１９年度まで重点的に行
う。また、今後の改定に向

資料収集とデータベース作成・構築

・日本人の食事摂取基準策定における作業の円滑化、科学的根拠を明確にすると言う目的から、策定に必要な資料を網羅
的に収集するとともに、系統的レビューを実施

・実際の食事摂取基準策定に使用した文献、並びに参照した文献を登録、管理する「データベース」の作成、公開

「日本人の食事摂取講習会用スライド

今後の改定にむけて改良

平成20年度
う。また、今後の改定に向
けて、ヒトを対象とした疫
学的研究及び基本的情報の
収集等を継続的に行う。

「日本人の食事摂取
基準(2010年版)」

の普及啓発

・講習会の実施
ブ ク別講習会（主催

講習会用スライド8月 10月
エネルギー  第1回  第2回  第3回
たんぱく 質  第1回  第3回  第4回  第5回
脂質

炭水化物  第2回  第3回
水溶性ビタミン  第2回  第3回  第4回  第5回
脂溶性ビタミン  第2回  第3回  第4回  第5回

厚
生
労
働
省

平成20年度

9月 11月 12月

12
月

10
日
各

 第2回

（ メール）

 第1回

 第1回

 第1回

ブロック別講習会（主催
厚生労働省）全国6カ所
…東北、関東、中部、関
西、中･四国、九州
行政・企業等での講習会

計36回

文献データベース

ミネラル  第2回  第3回 フッ 素
ヒアリ ング

基準体位・ 栄養解析

高齢者  第1回  第3回  第4回
活用  第1回
妊婦等
（ 母子保健課担当）
文献検索サポート
（ ≠WG)

H
P
に
公
表

第4回

 第1回  第2回

 第1回  第2回  第3回

WG
報
告
書

(案)
提
出

 第1回

（ メール）

 第2回

(2010.5.29)

計36回
・資料の公開
講習会用スライドの作成、
整理、統合、および栄研Ｈ
Ｐ内でのスライド公開

栄研ホームページ内で
一部試用運営中

ワーキンググループ
会議開催状況
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ｂ 「健康日本２１ 推進

【中期計画】 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ｂ 「健康日本２１」推進
のためには、効果的な運
動・食事指導プログラムの
開発と普及や、国及び地方
自治体での適切な指導効果
の評価の実施等が重要であ

平成20 年度から実施される標
準的な健診・保健指導に活用す
ることを考慮した栄養教材を作
成し、複数の施設においてその
有効性に いて試行調査を実施

全国の地方自治体に対して、こ
れまでに実施された国民健康・
栄養調査のデータ活用に関して
技術支援を実施

全国の地方自治体に対して、技
術研修セミナー等を通じて、こ
れまでに実施された国民健康・
栄養調査及び自治体が独自に実
施した健康 栄養調査のデ タ

・国民健康・栄養調査の健康
指標に関する縦断的変化を客
観的に評価する手法を検討
・当研究所のホームページ上
に国 健康 栄養調査 適の評価の実施等が重要であ

ることから、これらの手法
の開発、国民健康・栄養調
査の機能強化及びデータ活
用に資する検討を行う。

自記式食事歴法質問票・簡
易型自記式食事歴法質問票
を活用した食事指導プログ
ラムの開発

有効性について試行調査を実施 施した健康・栄養調査のデータ
活用に関する技術支援を実施

に国民健康・栄養調査の適正
な実施に資する情報などを掲
載
・栄養摂取状況調査の精度向
上及び標準化を主たる目的と
した「標準的図版ツールラムの開発

指導用個人結果サンプル（部分）

した「標準的図版ツール
（2009 年版）」を作成し
自治体に配布。健康・栄養調
査に関わる集計用ソフト（食
事しらべ2009 年版）を開
発し、291 単位区（全体の

質問票（部分）

利用者（栄養士
等の指導者）向

発 、 単位 （ 体
97％）に配布

技術支援情報、トレーニング教材、
Ｑ＆Ａなど平成20年国民健康・栄
養調査の適正な実施に資する情報
25項目を提供した。

技術支援情報
トレーニング教材
Ｑ＆Ａ
など
４５コンテンツ（昨年比２０コンテンツ増）の
最新情報を提供中

ホームページに
よる情報提供

○高度かつ標準化した食事指導

等の指導者）向
けマニュアル
（表紙）

最新情報を提供中

対象者への説明資料
国民健康・栄養調査
説明のための資料

トレーニング
教材の提供

高度 標準化 食事 導
が、少ないスタッフで可能なよ
うに、既存の食事調査法を基礎
として、指導用個人結果を自動
出力するためのプログラム開発、
試験運用を行なった。また、栄
養士等の指導者を対象とした利

調査員へのトレーニング教材
模擬調査票による

養士等の指導者を対象とした利
用者マニュアルを作成した。
○利用可能性や利用した場合の
効果・問題点等について、科学
的な検証が必要である。

調査精度を向上を目指し、全国の
保健所等で調査を担当する栄養調査
員へのトレーニングを目的とした、
教材の開発と提供

国民健康・栄養調査食事調査
トレーニング用教材

｢健康食品｣を対象とした食品成分の有効性評価及び健康影響
評価に関する調査研究

評価項目

３

暫定評価期間

Ａ（4.25）

「健康食品」に含まれる
食品成分の有効性及び健

【中期計画】 平成18年度

Ａ（3.80）

平成19年度

Ａ（4.33）

平成20年度

Ｓ（4.50）

平成21年度

Ａ（4.37）

ボ 謝産 有 び 全康影響に関して、実社会
における使用実態等を把
握するとともに、ヒトに
対する影響を評価する手
法を開発する。その結果
を幅広く公開し 「健康

大豆イソフラボン代謝産物の有効性及び安全性評価

【目的】
食品安全委員会により必要であるとされた、大豆イソフラボンの安全性評価における、代謝産物のエクオールの安全性を評価する。

【計画】
を幅広く公開し、「健康
食品」に関わるリスクコ
ミュニケーションに資す
るデータベースの更新及
び充実を継続して行う。

保健機能食品等の健

閉経後女性を対象に実施した、
大豆イソフラボンの無作為割
付比較試験（ＲＣＴ）の結果
を解析。

閉経後女性98名を対象に、大豆イソフラボン代謝産物
（エクオール）を含有する食品のＲＣＴを実施。

平成19、20年度の結果を
解析

【計画】

ａ 保健機能食品等の健
康志向に基づく食品の使
用実態等の情報を収集・
把握し、栄養表示及び健
康表示の側面から、健康
影響について調査検討す

①大豆イソフラボン配糖体（アグリコン換算47ｍｇ/日）の1年間の摂取は、閉経後
女性の血中性及び甲状腺ホルモン濃度に影響しないことが判明した。

【成果】

J Clin Biochem Nutr 43（suppl 1）:48-52 (2008) 
Menopause 14: 624-629 (2007)

40

60
Eq 0mg

Eq  6mg
Eq 2mg

影響について調査検討す
る。

また、栄養素以外の食
品成分から広く健康影響
を持つ食品素材をスク
リーニングして そのヒ

②ダイゼインの代謝産物であるエクオール(Eq)を10ｍｇ含有する食品の12か月
の摂取は、閉経後女性の尿中骨代謝マーカーを有意に低下させた（反復ANOVA
p<0.001）。摂取中止により、効果は消失した（13か月）。

③エクオ ル（2 10 ）含有食品の1年間の摂取は 閉経後女性の各種血中性ホ

a
a

a
‐20

0

20

40 Eq 10mg

変
化

率
（

％
）

リ ニングして、そのヒ
トにおける有効性評価に
ついて細胞モデル及び動
物モデルを用いて検討す
る。

③エクオール（2～10mg）含有食品の1年間の摂取は、閉経後女性の各種血中性ホ
ルモン濃度、甲状腺ホルモン濃度に影響を及ぼさなかった。

④エクオール含有食品の安全性については、引き続き検討する必要がある。

b‐40
0 1 3 6 12 13

摂取期間（月）

変

＊反復測定ｐ＜0.001
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

大豆由来成分ＢＢＩの有効性及び健康影響評価に関する研究

がん細胞の増殖に関与する因子を
検索

検索した因子を指標とし、食品成
分をスクリ ニング

候補となった食品成分の分析
法を開発

【目的】
栄養素以外の食品成分から、慢性疾患の予防に有効な成分をスクリーニングし、その有効性を評価する。

【計画】
候補となった食品成分の有効性を慢
性疾患モデル動物で評価検索。 分をスクリーニング。 法を開発

【成果】

性疾患モデル動物で評価。

①がん細胞の増殖を抑制する因子として、コネキシン43（Cx43）を同定した。

②Cx43遺伝子の発現を増強する食品成分をスクリーニングし、大豆由来Bowmaｎ-

ELISA法によるＢＢIの定量

0 30

0.40

Birk Protease  Inhibitor (BBI) を同定した。

③ BBIは、Cx43の機能増強を介して、がん細胞の増殖を抑制することをモデ
ル動物で確認した。

④BBIのモノクローナル抗体を作製し、
ELISA法を開発した。

Cancer Lett. 253::249-57(2007)

ＢＢIの構造
0 0.01 0.1 1 10

BBI ( l/100 L)

0.10

0.20

0.30

BBI (pmol/100μL)

ビタミンＥ同属体（トコトリエノール）の有効性評価に関する研究

【目的】
・ 保健機能食品等の健康志向に基づく食品の使用実態等の情報を収集・把握し、健康影響について評価する。

ビタミンＥ同属体成分（トコトリエ
ノール（T3））の摂取状況調査を実
施。

トコトリエノール（Ｔ３）の安定
化体を作製。

トコトリエノール（Ｔ３）の
抗中皮腫活性を動物で確認。

・ 栄養素以外の食品成分から、慢性疾患の予防に有効な成分をスクリーニングし、その有効性を評価する。

【計画】

【成果】

トコトリエノール（Ｔ３）の生体利
用性を動物で確認。

【成果】

①アンケートから、トコトリエノール（Ｔ３）はある程度は認知されているものの、現在の摂取
量は多くはないことが判明した。

中皮腫増殖抑制効果

0 4

0.6

0.8

積
（

ｃ
ｍ

３
）

血中濃度（AUC）

40

60

Ｍ
xh
r

②トコトリエノール（Ｔ３）のサイクロデキストリン包接体を合成し、ラットにおける生体
利用性を評価した。その結果、血中濃度及び各臓器への取り込みが、トコトリエノールに比
して、約２～３倍に増加することが判明した。

③トコトリエノール包接化により、中皮腫増殖抑制効果の増強と、腫瘍組織への包接体の蓄積が確認された。

トコトリエノールサイクロデキストリン包接体 対照 Ｔ３Ｔ３包接体

0.2

0.4

0腫
瘍

体
積

Ｔ３ Ｔ３包接体0

20μ
Ｍ

して、約２ ３倍に増加することが判明した。

食品中に含まれる抗酸化物質の健康影響評価に関する研究

【背景】

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

食品の抗酸化能評価法の確立 通常の食生活から摂取してい
る抗酸化物質摂取総量の把握

【背景】
・ 抗酸化物質を豊富に含む食品は、健康に良い影響をあたえると考えられるが、健康を維持・増進するのに必要な抗酸化物質の摂取量は不明。
・ それにもかかわらず、抗酸化物質を含有する「健康食品」が多数流通している。

【目的（計画）】 一般的な食品の抗酸化能の測
定及び調理等の影響の解明

【成果】

等 解

① Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) 法に基づく抗酸化能評価法を確立 「食品機能性評価マニュアル第II集」に掲載

②生鮮食品素材（87品目）と、それ
を用いた調理品（34品目）の抗酸化
能ORAC法にて実測し 調理品の抗

③日本において一般的に食されている
野菜類のORAC値を測定し、野菜類か
らの抗酸化物質摂取量を推算した

150

175

200

(%
)

計算値＞実測値

計算値

値
(%) = 91 ± 28

計算値

値
(%) = 91 ± 28

52.2

19.620

50

可
⾷
部
新
鮮
重
量

)

能ORAC法にて実測し、調理品の抗
酸化能が、生鮮素材の抗酸化能から
91±28%で推定できる事を示した。

らの抗酸化物質摂取量を推算した。

0

25

50

75

100

125

計
算

値
/実

測
値

(

計算値＜実測値

実測値
(%)  91 28

実測値
(%)  91 28

3.1 3.9

13.3

3.9
5.3

6.9 6.2

8.3 
6.7

2.1

11.0

2.6

キャ
ベツ
はく
さいレタ

ス ねぎ

ほう
れん
そう トマ

ト
きゅ
うりもや

しなす
かぼ
ちゃ
ピー
マン
さや
まめ
だい
こん
にん
じんごぼ

う
れん
こん

じゃ
がい
も

さつ
まい
も
さと
いも
たま
ねぎ
たけ
のこ

ブロ
ッコ
リー
しい
たけ

7.0

15.5

6.2

1.7

8.2

2.32.6
3.7 3.1

0

5

10

15

O
R

A
C

 (
µ

m
o

lT
E

/g
可

Biosci. Biotech. Biochem., 2010, in press

一般的な野菜を1日350 g摂取すると、抗
酸化物質標品Trolox に換算して約 2,000 
µmol、ビタミン C に換算して約500 mg
相当の抗酸化物質を摂取可能と推算され
た。

機能性食品素材の併用摂取による有効性及び健康影響評価

【目的】
・ 類似の効果を健康表示した機能性食品が多く市場に出回っている。
・ 利用者は 健康表示の効果を期待して過剰に摂取したり 何種類も同様の効果を有する食品を摂取する可能性が考えられ

【計画】
脂質代謝への効果を健康表示した機
能性食品素材の併用摂取による有効

ほ ブ

利用者は、健康表示の効果を期待して過剰に摂取したり、何種類も同様の効果を有する食品を摂取する可能性が考えられ
る。
・ その他：「いわゆる健康食品」の有効性及び健康影響評価。

【成果】

能性食品素材の併用摂取による有効
性及び健康影響評価。

①機能性食品素材の併用摂取による有効性及び健康影響 ②｢いわゆる健康食品｣の有効性及び健康影響評価
i) ジアシルグリセロール Serum cholesterol Liver cholesterol

P 0 05i)  ジアシルグリセロ ル
(DAG)と大豆タンパク質(SPI)
の併用摂取による影響

0

40

80

SPI

(mg/dl)
Serum cholesterol

P<0.05

Case SPICase SPICase SPICase

(mg/g liver)

0
1
2
3
4

P<0.05
P<0.01

コレステロール濃度への有
効性が観察された。

顕著な健康影響は認めな

併用摂取により

i) クルクミン過剰摂取による影響について

ii) アシタバ過剰摂取による影響について

Nagata J. J. Nutr. Sci. Vitaminol, 52, 133‐137 (2007)

Sugiyama T. Life Sci, 78, 2188‐2193 (2006)

Nagata J. Biosci. Biotech. Biochem., 73, 1328‐1332 (2009) Corn oil DAG
+ +

in in
SPICase

in
SPICase

in

Corn oil DAG
+ +

iii)  中鎖脂肪酸を含む食用油とβコングリシニンの併用摂取による影響

かった。

ii)  DAGとSPIの作用メカニズムに関する検討 （論文準備中）
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ｂ 「健康食品」に関する
正しい知識の普及と健康被
害の未然防止並びに拡大防

【中期計画】 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

・健康被害の発生・拡大防止、国の食品制度の普及と適切な生活習慣の推進するために、科学的根拠のある公正な情報を継続
的にデータベースに収集・蓄積し、国民に情報提供した。

止を目的に、 公正で科学的
な健康食品の情報を継続的
に収集・蓄積し、幅広く公
開する。

的にデ タ スに収集 蓄積し、国民に情報提供した。
・「『健康食品』の安全性・有効性情報」に掲載している情報の追加、整理、新規情報の掲載等を適宜行った。また、子ども
のサプリメントについて実態調査を行い、必要とされている情報の作成および掲載を行った。新たに「特別用途食品・栄養療
法のデータベース」を構築して、一般公開した。

｢『健康食品』の安全性・有効性情報｣のアクセス件数の推移 （）内は1日平均

2,213,000件
2 126 000件

2,749,000件

(7 500件)

3,024,000件

(8,300件)

『健康食 』 性 有 性情報｣ 件数 推移 （）内 平

, ,

(6,000件)
2,126,000件

(5,800件)

(7,500件)

｢『健康食品』の安全性・有効性情報｣ネットワークの概要

厚生労働省厚生労働省
会員の情報交換ページ会員の情報交換ページ

双方向型のネットワーク双方向型のネットワーク

情報提供の事例：幼児のサプリメント利用実態調査とその結果のＨＰを介
した情報提供、その取り組みの新聞報道

利用者
15％

連携

現場の
専門職

厚生労働省厚生労働省

((独独))国立国立健康・栄養研究所健康・栄養研究所

健康食品
安全情報ネ ト

双方向型のネットワ ク双方向型のネットワ ク
（情報の修正・交換・蓄積等）（情報の修正・交換・蓄積等） ビタミン・

ミネラル
のみ
154人

その他
74人

計

利用者
228人

15％

その他
・2009.7.6 産経新聞
・2009.7.8 健康産業流通新聞

2009 7 15 健康産業新聞

連携

連携

個別に正確な

国民のニーズの把握
些細な健康被害の収集

専門職
安全情報ネット

非利用者
1,305人

1,533人

85％

・2009.7.15 健康産業新聞
・2009.7.30 読売新聞
・2009.8.15 新聞赤旗
・2009.8.31 週刊保健衛生

ニュース
・2009.9.3 新婦人新聞

消 費 者
個別に正確な
情報の提供

関係機関関係機関
団体等団体等

一般公開ページ一般公開ページ

実態調査で寄せられた質問の回答を
http://hfnet.nih.go.jp の
「基礎知識情報」として掲載。

重点調査研究以外の調査研究に関する事項を達成するための措置
評価項目

４

暫定評価期間

Ａ（3.65）

ア 研究所の研究能力を向

【中期計画】
平成18年度

Ａ（3.80）

平成19年度

Ａ（3.56）

平成20年度

Ａ（3.50）

平成21年度

Ａ（3.75）

ア 研究所の研究能力を向
上させ、将来、その応用・
発展的な展開を可能とする
ために、関連研究領域にお
ける基礎的・独創的・萌芽
的研究を行う。

次期中期計画における研究の展開を見据え、「重点調査研究」ではカバーされない分野の独創的な研究を所内公募し、所内及び
外部の運動生理学、予防医学、食品化学及び代謝疫学の専門家を含めた委員の審査により採択を行った。

的研究を行う。

採択件数

応募件数

５

１２

５

１３

６

１１

５

１０

①骨粗鬆症の予防を目的とした食
品成分と運動の併用効果に関する

①生活習慣病の発症・進展における
血管内皮細胞インスリン情報伝達経

①血管内皮細胞におけるインスリン
情報伝達経路（インスリン受容体基

①血管内皮細胞におけるインス
リン情報伝達経路（インスリ品成分と運動の併用効果に関する

研究
②熱産生／エネルギー消費を亢進
させる新規肥満予防法の開発
③骨格筋萎縮の分子機構解明と生
活習慣病予防への応用
④睡眠とエネルギ 代謝を調節す

血管内皮細胞インスリン情報伝達経
路の果たす役割の解明
②全ゲノム解析と食習慣聞き取り調
査による肥満・糖尿病発症機構の解
明
③骨格筋の萎縮・機能保全の分子機
構解明と生活習慣病予防への応用

情報伝達経路（インスリン受容体基
質）と生活習慣病
②全ゲノム解析と食習慣聞き取り調
査による肥満・糖尿病発症機構の解
明
③骨格筋の機能保全の分子機構の解
明と生活習慣病予防への応用

リン情報伝達経路（インスリ
ン受容体基質）と生活習慣病

②腸内細菌叢に着目した大豆イ
ソフラボンの生体利用性に関
する研究

③運動トレーニングによる自発
的身体活動量増加メカニズム④睡眠とエネルギー代謝を調節す

る視索前野GABA感受性かつ
GABA作動性機構
⑤栄養・遺伝相互作用による生活
習慣病研究

構解明と生活習慣病予防への応用
④食品成分によるアルコール性脂肪
肝発症予防法の開発
⑤機能性食品因子データベースの作
成・公開に関する研究

明と生活習慣病予防への応用
④高脂肪食性脂肪肝における転写因
子活性化機序解明と食品による予防
法の開発
⑤特定栄養素欠乏による脳血管障害
への影響およびそのメカニズムの解
明

的身体活動量増加メカニズム
④生活習慣病と関連した運動行

動の変容に影響を及ぼす遺伝
的要因の解明

⑤特定栄養素欠乏による脳血管
障害への影響およびそのメカ
ニズムの解明 脳卒中自然発明～

脳卒中自然発症マウスの作出～
⑥健康被害情報に基づくイチョウ葉
エキスと医薬品の相互作用の解明

ニズムの解明～脳卒中自然発
症マウスの作出～
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イ コホートを設定し、介
入研究による栄養教育の成

【中期計画】 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

平成18年3月に策定された食育推進基本計画を推進する上で、「生涯を通じた健康づくり」を入研究による栄養教育の成
果を研究する。食育及び栄
養ケアマネジメントに関し
て、行政、他機関と協力し
てエビデンス作りを図る。

また、管理栄養士等保健

平成18年3月に策定された食育推進基本計画を推進する上で、「生涯を通じた健康づくり」を
実践するための科学的基盤を構築し、食育を推進する専門家への情報提供をおこなうと共に、
内閣府と協調して食育推進に当たる。

食育推進には 従来の栄養（健康）教育のみならず 環境整備（農林水産）を含めた多面的ア
従事者の教育及び情報の提
供方法を研究する。

食育推進には、従来の栄養（健康）教育のみならず、環境整備（農林水産）を含めた多面的ア
プローチが必要である。また、その対象は、幼児・子供のみならず、すべての年代に対して、
その抱える問題を明らかにしながら、その問題を解決し、健康で豊かな生活を実践できる社会
を構築するための事業を全分野に渡って段階的に実施した。

対象

幼児・学童・思春期

小・中学校児童に対する食育
授業の実施

胎内環境が出生以後の肥満
食育こま（栄養教育こまキット)ノ開発
（ 新案登 意 登 ）

若年成人 大学生の朝食欠食の要因調査

胎内環境が出生以後の肥満
に及ぼす影響を明らかにす
るための母子健康手帳研究

（実用新案登録・意匠登録）
こまが実際にまわって食事のバランス
を教えてくれる

成人
減量・維持のための栄養教育
法の確立のための介入試験

栄養教育長期追跡調査のた
めのコホート構築

全国高齢者施設への食事提供
に係るアンケート調査

食生活をめぐる日常生活活
動能力の追跡調査

高齢者
に係るアンケ ト調査

特別用途食品見直しにおける
基準作成（厚生労働省）

動能力の追跡調査

食介護研究会を設立 栄養機能表示研究会を設立 給食施設における食事提供の

環境整備
実態調査（航海訓練所・南極
越冬隊）

野菜への栄養表示のための
ガイドライン作成（農林水
産省）

専門家と企業が一緒に高
齢者のＱＯＬを高めるた
めの食の提供のあり方に
ついて討議する

炭水化物

○○ｇ

たん白質

○○ｇ

野菜 ○○ｇ

８食物繊維 ○ｇ

脂肪 ○ｇ
トランス酸○ｇ
飽和脂肪酸 ○ｇ

６４０kcal

炭水化物

○○ｇ

たん白質

○○ｇ

野菜 ○○ｇ

８食物繊維 ○ｇ

肪 ｇ
トンス酸 ○ｇ
飽和脂肪酸

６４０Kcal

炭水化物

○○ｇ

たん白質

○○ｇ

野菜 ○○ｇ

８食物繊維 ○ｇ

脂肪 ○ｇ
トランス酸○ｇ
飽和脂肪酸 ○ｇ

６４０kcal

炭水化物

○○ｇ

たん白質

○○ｇ

野菜 ○○ｇ

８食物繊維 ○ｇ

肪 ｇ
トンス酸 ○ｇ
飽和脂肪酸

６４０Kcal

専門家と企業が一緒に人
目でわかる栄養表示のあ
り方について検討する。
新しい栄養表示の創出。

新たな食事ガイドラインの
策定を目指して

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

成人への食育法の確立 高齢者への食育の確立 成人・高齢者への食育 全世代への食育

・肥満者の減量のための教育法を
開発するために介入試験を開始し、
男女で異なったアプローチ法が必
要であることを明らかにした。

高齢者への食事提供に関して環

・6都道府県2,600箇所高齢者
施設に対して、食事提供に関す
る実態調査を実施した。

・施設における食事決定はミー
ルラウンズが利用されており

・栄養教育による減量と体重維持
に関与する遺伝・環境の要因を探
り、特定保健指導の効果的な指導
法を確立した。

・栄養教育効果を長期追跡するためのコホー
トを構築し、心的状況と生活習慣病の関連性
について明らかにした。

・高齢者の低栄養の原因としての日常生活機
能低下について追跡調査を行い 高齢者に特・高齢者への食事提供に関して環

境整備を図るため、食介護研究会
を設立し、食事提供について検討
した。

ルラウンズが利用されており、
栄養士の役割が大きいことを明
らかにし、多職種との連携が重
要であることを明らかにした。

能低下について追跡調査を行い、高齢者に特
有な機能低下について明らかにした。

・内閣府と協力して、食育推進のための意識
調査を行い、食育冊子の作成し配布した。

・農林水産省の野菜の栄養表示の自主表示で
2500 .0

a
y
)

Men

・行動変容理論・認知社会理論
に基づいた教育法の確立

・モニタリングシステムとフォ
ローアップ法の確立

合計
介護老人
福祉施設

(特養)

介護老人
保健施設

(老健)

介護療養
医療施設

(療養)
合計

介護老人
福祉施設

(特養)

介護老人
保健施設

(老健)

介護療養
医療施設

(療養)

・効果的な栄養教育法を専門職へ
普及した（8件）

・厚生労働省での特別用途商品基

のガイドラインを作成した。

・若年成人とその保護者に対して食育に関す
るアンケート調査を行い、親の食事提供態度
が朝食欠食に影響していることを明らかにし
た。0 .0

500 .0

1000 .0

1500 .0

2000 .0

A
d
d
it

io
n

a
l 

s
te

p
s
(p

e
r 

d

Women
*

(特養) (老健) (療養)

北海道 349 176 88 81

東京 424 246 106 62

神奈川 314 169 106 35

愛知 244 110 76 50

京都 122 77 21 22

熊本 178 61 52 59

合計 1631 839 449 309

(特養) (老健) (療養)

北海道 349 176 88 81

東京 424 246 106 62

神奈川 314 169 106 35

愛知 244 110 76 50

京都 122 77 21 22

熊本 178 61 52 59

合計 1631 839 449 309

・アルコールの飲

男性 女性

・バランスが悪い
（３０％）

共通

・早食い（約４５％）
・油が多い、脂っこいも

準の見直しに際し、えん下困難者
食の基準策定に関わった。

た。

介護老人福祉施設 介護老人保健施設
許可基
準Ⅰ

許可基
準Ⅱ

許可基
準Ⅲ

硬さ（一定の
速度で圧縮し 3×10３～

1×10３

～
3×10２～
2×10４

許可基
準Ⅰ

許可基
準Ⅱ

許可基
準Ⅲ

硬さ（一定の
速度で圧縮し 3×10３～

1×10３

～
3×10２～
2×10４

普段食事を楽しみにしていますか？

χ2検定
p=0.027

はい いいえ・わからない

家族と同居 (n=191) 155 (81.2%) 36 (18.8%)

一人暮らし (n=35) 20 (57.1%) 15 (42.9%)

はい

※家族と同居している大学生
食事を楽しみに
していますか？ 朝食摂取者 朝食欠食者

普段食事を楽しみにしていますか？

χ2検定
p=0.027

はい いいえ・わからない

家族と同居 (n=191) 155 (81.2%) 36 (18.8%)

一人暮らし (n=35) 20 (57.1%) 15 (42.9%)

はい

※家族と同居している大学生
食事を楽しみに
していますか？ 朝食摂取者 朝食欠食者

BMI=<29 . 0 29 . 0<BM I=<31 . 0 BMI>31 . 0

BM I ( kg/ m 2 )

男女で異なる運動の歩数決定

全国６地域での高齢者施設で調査

アルコ ルの飲
みすぎ（２２％）

・夕食が多い
（１２％）

（３０％）

・甘い間食が多い
（２５％）

・あまると食べる
（残せない）（１２％）

のが多い(約３０％）

・野菜が少ない（約２０％）

・食事量が多い（１５％）
・塩分が多い（１２％）

・夜食を食べる（１０％）

・ご飯を多く食べ過ぎる
（１０％）

言
語
聴
覚
士

歯
科
医
師

そ
の
他

医
師

管
理
栄
養
士

介
護
職
員

看
護
師

言
語
聴
覚
士

歯
科
医
師

そ
の
他

医
師

管
理
栄
養
士

介
護
職
員

看
護
師

言
語
聴
覚
士

歯
科
医
師

そ
の
他

医
師

管
理
栄
養
士

介
護
職
員

看
護
師

言
語
聴
覚
士

歯
科
医
師

そ
の
他

医
師

管
理
栄
養
士

介
護
職
員

看
護
師

速度で圧縮し
たときの抵抗）
（Ｎ／ｍ２）

3 0
1×10４ 1×10４ 2×10４

付着性
（Ｊ／ｍ２）

5×10～
4×10２

4×10～
1×10２

3×10～
1.5×10２

凝集性 0.2～0.6 0.2～0.9 ―

速度で圧縮し
たときの抵抗）
（Ｎ／ｍ２）

3 0
1×10４ 1×10４ 2×10４

付着性
（Ｊ／ｍ２）

5×10～
4×10２

4×10～
1×10２

3×10～
1.5×10２

凝集性 0.2～0.6 0.2～0.9 ―

えん下困難者食の基準見直し

0% 20% 40% 60% 80% 100%

45.2

66.7

54.8

33.3はい
(n=155)

いいえ・
わからない

(n=36)

％ ％

％ ％

はい
(n=155)

いいえ・
わからない

(n=36)

％ ％

％ ％

若年成人の朝食欠食にかかる要因調査

内閣府と協力して

15件

男女で異なる食事の問題意識

19件 25件

「食育連携と評価法について講演

高齢者施設での食事決定に係る職種
えん下困難者食の基準見直し 内閣府と協力して

作成した冊子

自治体等での食育推進支援のための講演・指導

17件

「食育推進の仕方について講演「食と健康について講演」 「保健指導のあり方・食と健
康について講演」

2件

「食育連携と評価法について講演」「食育推進の仕方について講演」

企業と共同で海外へ食育を発信

2件海外の健康関連ジャーナリストへ食育について講義し、報道された。
（USA,AUS,MYS,BEL,VNM,TWN,BRA,SGP,NLD,ITA,IN他）

・東京都・大阪府・福岡県・宮城県・滋
賀県・埼玉県・沖縄県・鳥取県他

・静岡県・東京都・北海道・群馬県・埼
玉県・千葉県・山梨県・長野県他
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論文、学会発表等の促進
評価項目

５

暫定評価期間

Ａ（4.41）

【中期計画】
平成18年度

Ａ（4.33）

平成19年度

Ｓ（4.56）

平成20年度

Ｓ（4.50）

平成21年度

Ａ（4.25）

調査及び研究の成果の普
及を図るため、学術誌への
学術論文の投稿、シンポジ

研究成果の査読付き学術雑誌への掲載数 （）内はインパクトファクター2.0以上のもの

累計256報

中期計画達成!!

累計346報学術論文 投稿、 ポ
ウム、学会等での口頭発表
を行う。

これらについては、中期
目標期間内に、学術論文の
掲載を２５０報以上、口頭
発表を７５０回以上行う

139報（55報） 90報（39報） 109報（42報）

中期計画：250報

118報（31報）

累計256報 累計346報

累計456報中期計画を大きく上回る成果!!発表を７５０回以上行う。
なお、口頭発表は、海外

においても積極的に行う。
学会発表数

累計456報中期計画を大きく上回る成果!!

中期計画達成!!

325回 300回 211回

中期計画：750回

327回

累計952回

中期計画達成!!

325回 300回 211回327回

累計652回 累計1,163回

中期計画を大きく上回る成果!!

知的財産権の活用
評価項目

６

暫定評価期間

Ｂ（3.06）

調査及び研究の成果につ

【中期計画】
平成18年度

Ｂ（3.00）

平成19年度

Ｂ（2.89）

平成20年度

Ｂ（3.33）

平成21年度

Ｂ（3.00）

特許出願の状況いては、それらが知的財産
につながるかどうかのスク
リーニングを行い、中期目
標期間内に２０件以上の特
許出願を行う。

取得した特許権の実施を

特許出願の状況

①糖病尿及び高血糖の予防治療用

飲料食品

4件

①抗中皮腫用剤の殺細胞効果増

強剤

2件

①抗肥満剤

②食事しらべ

5件

①糖尿病及び高血糖の予防治

療用飲料食品（審査請求）

4件

取得した特許権の実施を
図るため、特許権情報の
データベースをホームペー
ジ上に公開する。

また、非公務員化の利点
を活用し、研究所が所有す

飲料食品

②体脂肪の蓄積に起因する疾患の

治療剤

③肝臓トリグリセリド濃度低下剤

④アディポネクチン受容体遺伝子

強剤

②微少重力環境下における骨量

低下を抑制するための組成物

②食事しらべ

③食事しらべ

④栄養教育用コマキット

⑤栄養教育用コマキット

療用飲料食品（審査請求）

②二重層リポソーム及びその

製造方法

③HF Net

④FOSDU Net
を活用し、研究所が所有す
る知的財産の活用、又は所
有する情報等を用いた共同
研究を民間企業及び大学等
と積極的に行うこととし、
毎年２件以上の増加を目標

欠損非ヒト動物およびその用途

共同・受託研究の状況

とする。

14件40,252
11件33,158

6件51,500
共同研究 受託研究

（単位：千円）

15件27,197 10件40,685

11件33,158

5件21,450

6件15,939
7件16,581
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講演会等の開催、開かれた研究所への対応
評価項目

７

暫定評価期間

Ａ（4.08）

【中期計画】
平成18年度

Ｓ（4.50）

平成19年度

Ａ（3.89）

平成20年度

Ａ（3.66）

平成21年度

Ａ（4.25）

般公開セミナ一般公開セミナー

第8回 平成19年2月17日
健康づくりと「健康食品」
～健康づくりの主役はあなたです～
参加者568名

第9回 平成20年2月2日
健診でメタボリックシンドロームといわ
れたら
参加者762名

第10回 平成21年2月28日
生活習慣と健康～メタボリックシンドロー
ムを予防するために～
参加者602名

第11回 平成22年1月30日
栄養・食生活と「健康食品」-「健康
食品」とのつきあい方を参考に-
参加者677名

専門家向けセミナー・研修

ウ 講演会等の開催
健康・栄養関連の専門家向

けのセミナー、幅広い人々を
対象とした講演会等をそれぞ
れ年１回以上開催し、調査及
び研究の成果を社会に還元す

【健康・栄養調査技術研修セミナー】
都道府県、政令市等の地方自治体に勤務する管理栄養士等を対象に、国民健康・栄養調査等に関する技術研修を開催

3回、3カ所（福岡、奈良、東京） 3種類のセミナーを企画、のべ10
回、5カ所（大阪、愛知、岡山、
岩手、東京）

2種類のセミナーを企画、のべ13
回、8カ所（栃木、鳥取、香川、
石川、北海道、熊本、大阪、東
京）

2回、1カ所（東京）

【地域栄養指導者研修会】
パネルディスカッション

【医療制度改革に伴う健診 保健指導

び研究の成果を社会に還元す
る。

また、関係団体が実施する
教育・研修プログラムへの職
員の派遣を積極的に推進す
る。 京）

【医療制度改革に伴う健診・保健指導
のあり方と市町村栄養士の役割】

社)全国保健センター連合会との共同
主催

【新しい健康づくりのための運動基準、
エクササイズガイドの考え方とその展
開～新しい保健指導、健康づくり対策

【国際形態計測学会認定形態計測講習会】
The International Society for the 
Advancement of Kinanthropometry
(ISAK) による基準に基づき形態測定技
術と関連知識を持つ形態測定技師の育
成を目的とした国際認定プログラム

日米ワークショップ
【肥満対策への取り組み】

【日本人の食事摂取基準（2010
年版）の普及・啓発】

【ブロック別講習会】主催：厚生労働省
全国6カ所7,000名が参加

【行政・企業等での講習会】24都道
府県で86回実施

一般及び専門家からの電
話、メール等による相談を受
けるとともに、それらの相談
に適切に対応する。

エ 開かれた研究所への対応

開 新しい保健指導、健康づくり対策
に向けて～ 】
厚生労働省他3団体との共同主催、開
催地大学との共催 参加者数約1,200
名

成 際 定

日米シンポジウム
【食品の機能と表示の最新動向】

国際栄養シンポジウム
【米国のビタミンD問題からアジ

アの糖尿病まで】

府県 実施

オープンハウス参加者の推移エ 開かれた研究所 の対応
幅広い人々に研究所の業務

について理解を深めてもらう
ことを目的に、年１回オープ
ンハウスとして研究所を公開
する。また、健康と栄養に興
味を抱かせ 将来 栄養学研

92名

162名

212名 216名

オ プンハウス参加者の推移

パネル展示、見学ツアーによる研究内容の紹介、食生活診断、骨密度測
定 健康体力診断 健康フィットネス体験 インターネット体験 講演味を抱かせ、将来、栄養学研

究を担う人材の育成に資する
よう、「総合的な学習の時
間」による中学・高校生等の
見学を積極的に受け入れる。 14校：124名

総合的な学習の時間の受け入れ数

13校：92名 9校：77名 13校：106名

定、健康体力診断、健康フィットネス体験、インターネット体験、講演
（食生活・栄養、運動、健康食品）、健康食品相談等を実施
（アンケート調査の結果「非常に役に立った・役に立った」が70％以上）

研究実施体制の整備に関する事項を達成するための措置
評価項目

８

暫定評価期間

Ａ（3.94）

ア 研究 業務の効率的な実施と

【中期計画】
平成18年度

Ａ（3.80）

平成19年度

Ａ（4.00）

平成20年度

Ａ（4.33）

平成21年度

Ａ（3.62）

新中期目標 計画に対して 健康増進法に基づく行政 健康増進法に基づく行政ミ １センタ 長を公募によア 研究・業務の効率的な実施と
いう観点から、研究員、研究補助
員の配置を戦略的に行う。

研究所として重点的に実施すべ
き調査及び研究並び法律に基づく
業務については、研究業務費を適
切に配分し 確実な業務の執行に

・新中期目標・計画に対して
プログラムプロジェクト制を
実施。
・特に重要な行政ミッション
に対しては特別研究員、研究
補助員を重点的に配置。

・健康増進法に基づく行政
ミッションに研究員を重点的
に配置。
・「科学研究費管理システ
ム」を開発運営し、確実な業
務運営に努めた。

・健康増進法に基づく行政ミッ
ション及び食事摂取基準策定の
ために研究員を重点的に配置。
・１センター長を公募により採
用。

・１センター長を公募によ
り採用、専任化。
・研究費の予算管理をイン
トラネットにより効率化。

切に配分し、確実な業務の執行に
努める。

イ 企業、大学、他の研究機関
等との間で、新たな共同研究等
を積極的に推進するため、研究
員を派遣するとともに 資質の

企業、大学及び他の研究機関等と共同研究等を積極的に推進するため、研究員の相互交流の充実・拡大に努めた。

補助員を重点的に配置。 務運営に努めた。

員を派遣するとともに、資質の
高い研究員を受け入れる。

大 学

民間企業等

３８

５０

４４

８４

３９

８８

２９

６１

（派遣内訳）
８８ １２８ １２７ ９０

業等

ウ 連携大学院、企業及び各種研
究機関等から研究員を年間２０名
程度受け入れるとともに、研究員
を年間５名程度派遣し、情報・技
術等を社会に還元する。

・連携大学院として、新たに
早大スポーツ科学学術院を加
え４大学院に。

・４４名の研究者を大学
へ、８４名を民間企業等に
派遣した。 海外からの６
名を含め、１２４名の研究
員を受け入れた

・連携大学院として新たに名
古屋市立大学と契約。
・大学、企業等へ１２７名の
研究者を派遣し、海外からの
２名を含め１１６名の研究者

・連携大学院に福岡女子大
を加え６大学院となる。
・研究者派遣は９０名、受
け入れは海外からの７名を
含め１０４名であ た

術等 会 。
また、研究員等を継続的に受け

入れるための体制の充実を図る。
連携大学院を増やし、兼任教授

の派遣を行うとともに、研究員を
他機関へ派遣する。

員を受け入れた。 ２名を含め１１６名の研究者
を受け入れた。

含め１０４名であった。

エ 施設・設備について、自らが
有効に活用するとともに、「独立
行政法人国立健康・栄養研究所設
備等利用規程」に基づき、大学、
他研究機関による共同研究等での
外部研究者等の利用に供する。

運動フロア、プール等の運動実験施設を中心に共同利用を進め、エクササイズガイドや食事摂取基準のためのデータ蓄積に活用

【利用延べ人数】
11,020人

【利用延べ人数】
12,736人

【利用延べ人数】
9,449人

【利用延べ人数】
13,037人

- 12 -



健康増進法に基づく業務に関する事項を達成するための措置
評価項目

９

暫定評価期間

Ａ（4.17）

平成18年度

Ａ（3.90）

平成19年度

Ａ（3.78）

平成20年度

Ｓ（4.50）

平成21年度

Ｓ（4.50）

ア 国民健康・栄養調査の
集計事務については、政策

【中期計画】

7ヶ月１５日 7ヶ月7日 5ヶ月２６日 ５ヶ月１９日

前年国民健康・栄養調査 集計期間

集計事務に いては、政策
ニーズに対応した迅速かつ
効率的な集計を行う。具体
的には、当該年度の集計事
務を、調査票のすべてを受
理してから７ヶ月を目途
（ただし 調査項目に大幅

2回、1カ所（東京） ３回、3カ所
（福岡、奈良、東京）

3種類のセミナーを企画
のべ10回、5カ所

（大阪 愛知 岡山 岩手 東京）

2種類のセミナーを企画
のべ13回、8カ所

地方自治体に勤務する行政栄養士等を対象とした技術支援のためのセミナーを開催

（ただし、調査項目に大幅
な変更が生じない場合に限
る）に行う。

また、外部委託、高度集
計・解析システムの活用等
により 効率的な集計を行

（大阪、愛知、岡山、岩手、東京）（栃木、鳥取、香川、石川、
北海道、熊本、大阪、東京）

栄養摂取状況調査のための標準的図版ツールの開発

により、効率的な集計を行
うことにより、経費の削減
を図る。

さらに、都道府県等が行
う健康・栄養調査に対する
支援を含めて関連する技術

「標準的図版ツール（第
2版）」及び「重量目安
表」を開発・試用

・調査精度の向上と調査時間の短縮

「標準的図版ツール
（2009年版）」を作
成・自治体に配布

的な事項について、 研究所
がより積極的に対応する。

特に、平成２２年度に行
われる都道府県等健康増進
計画の最終評価に向けて、
調査結果の活用 評価手法

・当研究所のホームページ上
に国民健康・栄養調査の適正
な実施に資する情報を提供

・調査精度の向上と調査時間の短縮
を図るために｢標準的図版ツール｣を
試作し、試用（平成19年国民健康・
栄養調査時）を希望した83調査地区
の管理栄養士等 562名に アンケー
ト調査を実施し内容を評価した。

「食事しらべ（2009年版）」を
開発・291単位区（全体の
97％）に配布

集計用ソフト「食事しらべ」の開発

調査結果の活用、評価手法
等について、平成２０年度
までに重点的に技術支援を
行う。

な実施に資する情報を提供

・国民健康・栄養調査及び各自
治体が独自に実施する健康・栄
養調査等の技術支援を実施

（著作権・商標登録済み）

イ 厚生労働省が収去した

【中期計画】 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

健康増進法に基づく分析業務

収去試験特別用途食品及び栄養表示
がなされた食品の試験業務
を的確かつ迅速に実施す
る。

特別用途食品の許可に係
る試験業務について 分析

１２７

７０

７９

５５

５５

３７

９９

４０

収去試験

分析試験 2ヶ月以内に報告

る試験業務について、分析
技術が確立している食品成
分の試験業務は、検体の受
理から試験の回答までを
２ヶ月以内に行うことを目
指す。

７０ ５５ ３７ ４０

VD
↓

特別用途食品 (乳児用調
製粉乳) 中のビタミン
D 分析の HPLC クロマ

許可承認マーク
（特定保健用食品以外）

許可承認マーク
（特定保健用食品）

消費者への正しい情報の提
指す。

また、分析技術の確立し
ていない特定保健用食品の
関与成分等の新たな食品成
分への技術的対応につい
は、他登録試験機関での応

0 10 30 4020

↓ D 分析の HPLC クロマ
トグラム

溶出時間 (分)

特別用途食品等の食品分析関連研究

供、食品の安心・安全確保

用も可能な分析技術の規格
化及び当該食品成分の標準
品の開発の実現を図る。

特別用途食品等の食品分析関連研究

分析精度の向上

関与成分 Ⅰ.分析精度の検証 登録試験機関間の分析精
度管理法に関する検討

・再現性の確認
・分析精度の確認 など

データ算出根拠を

・標準品の適正な選択とその規格化
・分析機器の精度管理
・分析担当者間のばらつき試験

など

Ⅱ.データ管理

度管理法に関する検討

現在、国立健康・栄養研究所以外の5つの登録試験機関で
特別用途食品の許可試験を行うことが認められている。

一定規格の食品を各分析機関で分析し、分析精度のばら
つきとその原因を探り、登録試験機関間の分析精度の確
認と適正化を図るデ タ算出根拠を

伴う資料の提出と
一括管理のための
フォーマット作成

・データ管理を通して分析法の
確認とデータ精度のばらつきを
精査

栄養成分の分析法の改良

認と適正化を図る。

• 機器分析法を用いたビタミン B12 分析法の開発
機器分析法を用いた葉酸分析法の開発• 機器分析法を用いた葉酸分析法の開発

• 固相法を取り入れた、ビタミン D 分析法の開発
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社会的・行政ニーズへの対応に関する事項を達成するための措置
評価項目

１０

暫定評価期間

Ｂ（3.32）

【中期計画】
平成18年度

Ｂ（3.10）

平成19年度

Ｂ（3.33）

平成20年度

Ｂ（3.33）

平成21年度

Ａ（3.50）

ア 健康・栄養に関連す
る団体、大学、民間企業
等から直接的に研究所に
対する要望等を伺う機会
を年６回程度設け、社会

関係団体との意見交換会

・国立保健医療科学院

・(社)全国栄養士養成施設協会

６団体 ７団体 ６団体
・NPO法人日本健康運動指導士会

・(独)農業・食品産業技術総合研究

・NPO法人日本健康運動指導士会

・(独)農業・食品産業技術総合研

・(独)国立病院機構

・国立スポーツ科学センター

６団体

的ニーズを把握する。さ
らに、業務関連行政部局
との間で、定期的な情報
及び意見等を交換する場
を設け、行政ニーズを把
握する

(社)全国栄養士養成施設協会

・(社)日本栄養士会

・国立医薬品食品研究所

・(社)日本フィットネス産業協会

(独)農業 食品産業技術総合研究

機構食品総合研究所

・(財)日本健康・栄養食品協会

・(独)国民生活センター

・(社)日本栄養士会行政栄養士

協議会

(財)健康 体力づくり事業財団

(独)農業 食品産業技術総合研

究機構食品総合研究所

・(独)国民生活センター

・(社)日本栄養士会

・(財)健康・体力づくり事業財団

・東京都健康安全研究センター

国立スポ ツ科学センタ

・江戸川保健所

・(株)ヤクルト本社中央研究所

・(独)農業・食品産業技術総合研

究機構食品総合研究所

・(独)国民生活センター
握する。

また、国、地方自治
体、国際機関等より、専
門的な立場からの技術的
な協力、指導等の求めに
は積極的に応じて研究員

行政機関との情報交換会

・(財)健康・体力づくり事業財団

・健康食品管理士認定協会

３機関 ３機関 ２機関 ４機関は積極的に応じて研究員
を派遣し、研究所におけ
る調査及び研究の成果が
適切に施策等に反映でき
るよう努める。

・厚生労働省健康局総務課

生活習慣病対策室

・厚生労働省医薬食品局基準

審査課新開発食品保健対策室

・内閣府食育推進担当

・厚生労働省健康局総務課

生活習慣病対策室

・厚生労働省医薬食品局基準

審査課新開発食品保健対策室

・消費者庁食品表示課

・厚生労働省健康局総務課

生活習慣病対策室

・厚生労働省医薬食品局基準

審査課新開発食品保健対策室

内閣府食育推進担当

・厚生労働省健康局総務課

生活習慣病対策室

・厚生労働省医薬食品局基準

審査課新開発食品保健対策室

・内閣府食育推進担当

・内閣府食育推進担当

ホームページ内の各ペー
ジにおける利用頻度な

「保健指導（食事、運動
等）」に関するFAQを充

「特別用途食品・栄養療
法に関するデータベー

「健康・栄養フォーラム」サ
イトを設置し、試験公開し
た

イ 研究所に対する意見、
要望等をホームページや
セミナー等の参加者を通

ど、情報発信に対する要
望・意見を含むアンケー
ト調査を実施した。

実させ、食事バランスガ
イドに関するFAQを整備
した。

ス」の構築・運用開始
た。

じて把握し、その内容を
検討し、可能な限り業務
に反映させる。

国際協力、産学連携等対外的な業務に関する事項を達成する
ための措置

評価項目

１１

暫定評価期間

Ｂ（3.49）

ア アジア諸国との間で

【中期計画】
平成18年度

Ｂ（3.10）

平成19年度

Ｂ（3.00）

平成20年度

Ａ（4.00）

平成21年度

Ａ（3.87）
国際共同研究ア アジア諸国との間で、

栄養調査、栄養改善及び健
康づくり等に関する共同研
究において中心的な役割を
果たすとともに、ＷＨＯ西
太平洋地域における協力セ

国際共同研究
ベトナム、ラオス、モンゴル、韓
国等の研究機関、大学等

ベトナム、ラオス、韓国等の研究教
育機関

ベトナム、米国等の研究教育機関 ベトナム、フィリピンの栄養研究
所、米国国立衛生研究所(NIH)

国際機関の活動への対応
WHO ワークショップ、OECD 会
議、CODEX 委員会等へ出席、
IAEA トレーニングを開催（5日

・WHOのワークショップ（２回）
・CODEXの会議（１回）

・WHO/FAO のCODEX 委員会へ
職員を派遣

ンターの設置（平成１９年
度を目途）に向けての準備
を行う。

また、研究者養成及び共
同研究の促進を図るため、
「国際栄養協力若手外国人 人材育成

西太平洋地域事務局栄養担当官と
「食生活・身体活動と健康に対する
世界戦略」の当該地域における学術
的・技術的拠点の役割について討議

WHO指定研究協力センターの設立に向けて

IAEA トレ ニングを開催（5日
間）。

CODEXの会議（１回） 職員を派遣

当研究所理事長が西太平洋地域事務
局栄養担当部長らと協議し、申請に
向けた方向性および活動内容５種類
を明確化

当研究所内外で申請に向けた調整を
継続

当研究所内外で申請に向けた調整を
継続

「国際栄養協力若手外国人
研究者招へい事業」により
年間２名程度の若手研究者
に研究所での研修機会を提
供するとともに、アジア地
域の研究者を交えたシンポ

人材育成

トルコ1名（3ヶ月） マレ シア2名（3 5ヶ月） 韓国1名（6ヶ月）

.海外からの視察訪問2件
JICA研修4件

研修・視察訪問

海外からの視察訪問10件
JICA研修3件

若手外国人研究者招へい事業

海外からの視察訪問2件
JICA研修3件

海外からの視察訪問3件
JICA研修5件

域の研究者を交えたシンポ
ジウムの開催等を行い、ア
ジア地域における栄養学研
究基盤の強化に寄与する。

トルコ1名（3ヶ月）
モンゴル1名（4ヶ月）

マレーシア2名（3,5ヶ月）
バングラデシュ1名（3ヶ月）

ベトナム1名（5ヶ月）
韓国1名（6ヶ月）
中国1名（4ヶ月）

フォローアップ共同研究事業（過去の招へい研究者を対象とする）

マレーシア1名

国際シンポジウム等の開催
・第3回アジア栄養ネットワークシン ・日米ワークショップ ・国際栄養シンポジウム・第3回アジア栄養ネットワークシン
ポジウム
｢アジアにおける健康づくりのための栄
養調査と地域栄養プログラムの役割｣

・日米ワークショップ
「肥満対策への取り組み」

・日米シンポジウム
「食品の機能と表示の最新動向」

国際栄養シンポジウム
「米国のビタミンD問題から

アジアの糖尿病まで」

広報・情報発信

「日本人の食事摂取基準(2005 年版)」
の英語概要版 「健康づくりのための運

・第15 回国際栄養士会議（横浜）に
企画段階から参画 ブ ス出展により

・第24回日本国際保健医療学会学術大
会においてブ ス出展による研究所の英語版ホームページに の英語概要版、「健康づくりのための運

動基準 2006」及び「エクササイズガイ
ド 2006」の英語版、中国語版、韓国語
版を作成し、研究所ホームページから情
報発信

企画段階から参画、ブース出展により
研究所を紹介

会においてブース出展による研究所の
紹介を行った。

英語版ホ ムペ ジに
よる情報発信
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イ 民間企業、大学等の複合的
な連携を強化するとともに 寄

【中期計画】 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

寄付研究部（ニュートラシーティカルズプロジェクト） 民間企業等との共同研究を 民間企業等との共同研究をな連携を強化するとともに、寄
附研究部門の充実を図る。

これにより、研究所の研究成
果と社会ニーズの橋渡し、新た
な展開・応用を図るとともに、
知的財産の獲得を積極的に行

寄付研究部（ニュートラシーティカルズプロジェクト）

長時間運動時における分岐鎖アミ
ノ酸の疲労度抑制効果等に関する
ヒト試験を行い、生体ストレス反
応に対する抑制的作用を見いだし

エクオール含有食品の骨代謝およ
び脂質代謝に対する有効性の評価
-※エクオール摂取量の４群比較試験-

平成19～20年度

民間企業等との共同研究を
はじめ、社会還元に向けた
柔軟な取り組みを推進した。
平成20 年度には、これま
での共同研究や受託研究に
加えて、宇宙航空研究開発

民間企業等との共同研究を
はじめ、社会還元に向けた
柔軟な取り組みをひきつづ
き推進した。平成21 年度
には、これまでの共同研究
や受託研究に加えて、宇宙

う。
応に対する抑制的作用を見いだし
た。

身体的疲労感（VAS）の経時変化

8

9

10
BCAA

プラセボ

血漿コルチゾール濃度の変化率

250

300

350

BCAA

プラセボ
（％）

※
※

《共同研究》
･栄養疫学プログラム生態指標プロジェクト

･大塚製薬(株)（佐賀栄養製品研究所）

※エクオール：大豆イソフラボン代謝産物

無作為化二重盲検プラセボ比較試験
（1年間の介入試験）

《試験対象者》

機構（JAXA）、国立極
地研究所、航海訓練所等と
の連携に向けた取り組みを
新たに開始した。

健康・栄養分野での研究
協力や食品の有効性評価な

航空研究開発機構
（JAXA）と連携して
「機能性宇宙食研究会」を
設立し、民間企業も含めた
多角的な連携に向けた取り
組みを新たに開始し 研究

0

1

2

3

4

5

6

7

8 プラセボ

Pre 2h 3h 運動 運動 翌朝 翌々朝
0

50

100

150

200

Pre 2h 運動 0 5h後2h後 4h後 翌朝

※

《試験対象者》
･閉経後5年未満、かつ体内で大豆イソフラボ
ンからエクオールへの代謝が起こらない健康
な女性
･平成19年7月開始：91名（356名中）
･平成20年3月開始：7名（27名中）

《検診時期》
摂取開始前 摂取開始後3 6 12ヶ月 摂取終了1ヶ月後

協力や食品の有効性評価な
ど、公正・中立の立場で連
携し、社会への還元を図っ
た。

組みを新たに開始し、研究
会を2 回開催した。骨粗
鬆症予防の観点などから、
微小重力の宇宙空間におけ
る食品の開発は、高齢化社
会に適用可能な研究であPre 2h 3h 運動

終了
直後

運動
終了
4時間後

翌朝 翌々朝

Mean±SD (n=29)

Pre 2h 運動
直後

0.5h後2h後 4h後 翌朝

※ ; P<0.05 （vs プラセボ）Mean±SD (n=29)

摂取開始前、摂取開始後3,6,12ヶ月、摂取終了1ヶ月後

《検査項目》
骨密度、血液・尿検査、食事調査、血圧、脈波伝播速度、簡略更年期指数（ＳＭ
Ｉ）、 口腔内環境（唾液量、唾液検査： ALP、 ｓIgA、潜血、MMP-8)、毎日
の摂取状況および体調（日誌配布）

対 象：閉経後5年以内の女性54名 大豆イソフラボン：47 mg/d (豆腐200ｇ分に相当）

全身 エクオール
大腿骨近位部

エクオール産生能に着目した骨密度の年間変化率

会に適用可能な研究であ
り、国民の健康の保持増進
に貢献するものである。健
康・栄養分野での研究協力
や食品の有効性評価など、
公正・中立の立場で連携

-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0

全身

Placebo Isoflavone
骨
密
度
の
変
化

エクオール
産生者

エクオ ル
非産生者

有意差
あり3 5

-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0

大腿骨近位部大腿骨近位部

Placebo Isoflavone
骨
密
度
の
変
化

し、社会への還元を図って
いる。

-4.0
-3.5率

％

-1.0
0.0

大腿骨頚部

Placebo Isoflavone
骨
密

あり

-4.5
-4.0
-3.5化

率
％

* p < 0.05

4.0

大腿骨転子間部大腿骨転子間部

Placebo Isoflavone
骨
密

大豆イソフラボン摂取群のエ
クオール産生者は、非産生者
に比べて大腿骨骨密度の低下

-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0度

の
変
化
率
％ -6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0密
度
の
変
化
率
％

* p < 0.05

有意差
あり

に比べて大腿骨骨密度の低下
率が低い

（Menopause 14: 866-874, 2007）

栄養情報担当者(NR)制度に関する事項を達成するための措置
評価項目

１２

暫定評価期間

Ａ（3.51）

平成18年度

Ａ（3.90）

平成19年度

Ｂ（3.22）

平成20年度

Ａ（3.66）

平成21年度

Ｂ（3.25）

栄養情報担当者（以下「ＮＲ という ）が 保健機能食品等の利用に関して 消費者に適切に情報を提供し 消費者が気軽に相談でき栄養情報担当者（以下「ＮＲ」という。）が、保健機能食品等の利用に関して、消費者に適切に情報を提供し、消費者が気軽に相談でき
る者となれるよう、研修や情報提供等を通じてその質的向上を図る。

また、中期目標期間開始より３年以内に、ＮＲの実際の業務内容、社会でのあり方についてモニタリングを行う。この結果に基づき、制
度のあり方や研究所の係わりについて検討を行い、中期目標期間終了までに結論を得る。

ＮＲ事務業務について、効率的かつ的確な業務が実施できるよう見直しを行う。また、外部委託が可能な業務については、アウトソーシ
ングを行う

【中期計画】

NR認定試験の実施、研修会の開催

1,898名

NR認定者 累計

2,682名 3,480名 4,093名

ングを行う。

2,063
1,633

1,404
1,072

認定者数累計 受験者数 合格者数

1,177 784 798 613

７カ所
仙台・東京2カ所・名古屋・大坂・岡山・福岡

６カ所
仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡

６カ所
大坂・福岡・名古屋・岡山・仙台・東京

７カ所
仙台・東京2カ所・名古屋・大坂・岡山・
福岡

研修会の開催

準備会合の開催

NR制度のあり方検討会の開催

委員会の開催2回 委員会の開催１回
報告書の提出

アウトソーシングの活用等による業務の効率的かつ適正な運用

・試験作成データベースや 試験監督員を一般競争入札により外部発注

・NR担当係の設置 ・健康食品管理士認定協会との間で、認定更新に必要な単位の相互交換を開始

・関係団体との意見交換会の実施認知度向上
NR支援強化
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情報発信の推進に関する事項
評価項目

１３

暫定評価期間

Ａ（3.95）

平成18年度

Ｂ（3.00）

平成19年度

Ａ（4.00）

平成20年度

Ｓ（4.66）

平成21年度

Ａ（4.12）
【中期計画】

(１)研究所として総合的
な情報発信を行うととも
に、対外的な業務の推進
を図るための組織整備を
行う。

ホームページ内の各ペー
ジにおける利用頻度な
ど、情報発信に対する要
望・意見を含むアンケー
ト調査を実施した。

「保健指導（食事、運動
等）」に関するFAQを充
実させ、食事バランスガ
イドに関するFAQを整備
した。

「特別用途食品・栄養療
法に関するデータベー
ス」の構築・運用開始

「健康・栄養フォーラム」サ
イトを設置し、試験公開した。

(２)ホームページに研究
所の活動状況を積極的に
配信し、ホームページの

「健康食品の安全性・有効性情報」、「健康栄養情報基盤データベース、「リンクDEダイエット」、「国民栄養の現状」を始め
とする各種サイトの維持管理と情報更新、食育推進に対応して親子で閲覧できる「えいようきっず」、「特別用途食品・栄養療法
に関するデータベース」等の新規サイトの構築により、研究成果・関連情報を公開、提供した。

配信 、
掲載内容をより充実させ
る。ホームページのアク
セス件数は、中期目標期
間中、毎年50万件程度維
持させる。 ホームページ アクセス件数

２５７万件 ２５０万件 ３３５万件 ３３７万件

(３)研究所の諸活動及び研究業
績については、毎年度１回研究
報告としてとりまとめるととも

細 究 ピ

・研究業績のデータベース及びその入力・閲覧・検索・集計システムの維持管理を行い、実績をとりまとめた。
・研究所の活動内容・成果等をＰＤＦ化した「健康・栄養ニュース」をメールニュースの形で希望者に年４回配信した。

に、細心の研究成果やトピック
ス等を紹介したニュースレター
を年４回刊行する。また、これ
らについては、ホームページ上
で公開するとともに、電子メ
ディアでの配信も行う。

研究所の活動内容 成果等をＰＤＦ化した「健康 栄養ニュ ス」をメ ルニュ スの形で希望者に年４回配信した。

「健康・栄養ニュース」配信希望者数

１，０７７名 １，２００名 １，２００名 １，６８２名

(４)研究所の諸規定、職
員の公募等、必要な情報
開示は、ホームページ等
を活用して積極的に行
う。

研究所の諸規定、職員の公募等に関する情報について、ホームページ上で積極的に開示した。

運営体制の改善に関する事項を達成するための措置
評価項目

１４

暫定評価期間

Ａ（3.65）

【中期計画】
平成18年度

Ａ（4.00）

平成19年度

Ａ（3.56）

平成20年度

Ａ（3.66）

平成21年度

Ｂ（3.37）

(１)研究所の意思決定と運営を機動
的かつ効率的に行うことができる
よう、役員組織と研究部門及び事
務部門との間の連絡調整を密にし、
執行体制を強化する。また、研究

・役員及び幹部職員による「幹部会議」を原則週1回開催。緊急課題については臨時の会議を開催し迅速な決定に努めた。
・重要課題に関しては、研究所の最高経営会議である「運営会議」を月1回開催

（内容はプログラムリーダー・センター長経由で職員に周知徹底し、各部門間の連絡調整を密にし、効率的な組織運営を実現）
所運営に対する研究所職員の意識
を高めるため、研究所運営に関す
る必要な情報の共有化を図る。

(２)研究部門間での連携を進め、異
なる研究分野からの情報や研究手
法を積極的に利用して戦略的な事

・情報の共有化を重視し、経営理念、運営方針等、必要な情報はイントラネット及び各種会議等によって周知徹底

原則毎月１回研究所セミナーを開催し、プログラム・センターの枠を超えて研究内容の成果について相互理解を推進

法を積極的に利用して戦略的な事
業の立案・実施を図る。

(３)調査及び研究業務の効率的かつ
確実な推進を図るため、所内報告会
等により各業務の進捗状況を把握
し、適切な評価を行い、その結果を
計画的 効率的な業務 遂行に反映

構築した新たな所内イントラネット
を通じ、各プログラムの研究および
業績の進捗状況の把握・管理並びに
評価を実施した また 予算 執行

所内イントラネットを活用
し、業務の進捗状況管理を行
うとともに、各プログラム

所内LAN に新機能とし
てソーシャル・ネット
ワーキング機能を追加し、
業務 進捗状況 管理を

電子掲示板を活用して、各プロ
グラム及び事務部においてスケ
ジュールの進捗状況の管理や研

【開催状況】 １６回 【開催状況】 １２回 【開催状況】 １２回【開催状況】 １６回

計画的・効率的な業務の遂行に反映
させる。

また、所内イントラネットを活用
し、業務の進捗状況管理等の効率化
を図る。

評価を実施した。また、予算の執行
状況（運営費交付金、外部からの競
争的資金、受託収入等）についても
所内LAN システムの有効利用によ
りこれらの状況把握に努めた。

うとともに、各プログラム
間、事務部門との情報の共有
化に努めた。

業務の進捗状況の管理を
より一層容易な状況とし、
事務部門との情報共有の
促進を図った。

ジュ ルの進捗状況の管理や研
究関連情報の共有を図った。

(４)独立行政法人等の保有する情
報の公開に関する法律（平成１３
年法律第１４０号）に則り、積極
的な情報公開を行う。

(５)研究所の経営基盤の安定化の

・情報公開法等に基づき、重点調査研究等の研究成果、中期計画、諸規程等の情報を研究所ホームページで随時公開
・開示請求は平成１８及び平成１９年度に各１件

質の高い研究 経営基盤安定化のため 競争的研究資金や受託研究など外部資金の獲得に努力(５)研究所の経営基盤の安定化の
ため、外部資金の獲得に積極的に
取り組むとともに、経費の削減や
研究所の保有する設備等の有効利
用を進める。

・質の高い研究・、経営基盤安定化のため、競争的研究資金や受託研究など外部資金の獲得に努力
・運動実験施設：プール、運動フロア、各種運動機器、ヒューマンカロリメーター、骨密度測定装置等の施設、設備に

ついて、共同研究、受託研究等を通じた外部利用を促進
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研究・業務組織の最適化に関する事項を達成するための措置
評価項目

１５

暫定評価期間

Ａ（3.57）

【中期計画】
平成18年度

Ａ（3.80）

平成19年度

Ｂ（3.33）

平成20年度

Ａ（3.66）

平成21年度

Ａ（3.50）

(１)研究所が中期計画の中で重点
的に行う調査及び研究並びに法律
に基づく業務に関して、業務量や
集中的に遂行すべき時期等を勘案
しながら研究及び業務チームを組

・研究組織の全面的見直しを
行い、プログラムープロジェ
クトによる再構築を行い７月
に移行した また ２つのセ

・６プログラム、２センター
のうち、１プログラムについ
てプログラムリーダーを公募
採用し 役員の併任を解除し

・役員等が併任していた１
センター長及び３プロジェ
クトリーダーを公募、採用
して専任とし 効率的な業

・役員が併任していた
１センター長を公募に
より採用。
・外部研究資金による

織する。
非公務員型の利点を生かして柔

軟に組織の見直し・改編を行うこ
ととし、従来の部体制から中期目
標に掲げる業務を行うためのプロ
グラム等を設け、各々が独立した
形で 業務運営を行う

に移行した。また、２つのセ
ンターを設置した。
・年度末には内部評価委員会
で各プログラム及びセンター
の運営状況及び成果に関する
評価を行った。

採用し、役員の併任を解除し
た。
・内部評価及び外部評価によ
り、各プログラム、センター
の運営状況と成果に関する評
価を行い、研究、業務実績の

して専任とし、効率的な業
務推進体制を整えた。
・外部研究資金等を活用し
て研究補助員の採用・配置
を行い、各プロジェクトの
研究業務の量や位置づけに

外部研究資金による
研究補助員等の採用、
重点配置を行った。
・内部及び外部評価は
毎年度実施、処遇への
反映。

形での業務運営を行う。
また、組織の見直し・改編後、

毎年、その効果を検証する。

評価を行った。 価を行い、研究、業務実績の
処遇への反映などを行った。

研究業務の量や位置づけに
応じた人員配置を行った。

反映。

(２)民間企業、大学等との連
携・交流を積極的に行い、研究
員の交流を進め、人材の養成と
資質の向上に努めることによ
り、組織の活性化を図る。

客員研究員 ２９ ３２ ３３ ３４

企業、大学等との連携・交流を積極的に行い、研究員の相互の交流を進め、人材の養成と資質の向上に努めた

客員研究員

協力研究員

研 修 生

受 入

派 遣

２９

５２

５６

８８

３２

４０

４５

１２８

３３

４０

３４

１２７

３４

３２

３３

９０派 遣 ８８ １２８ １２７ ９０

職員の人事の適正化に関する事項を達成するための措置
評価項目

１６

暫定評価期間

Ａ（3.78）

(１)重点的に行う研究及び法律に
基づき確実に実施すべき業務に

【中期計画】 平成18年度

Ａ（3.80）

平成19年度

Ａ（3.56）

平成20年度

Ａ（4.00）

平成21年度

Ａ（3.75）
基づき確実に実施すべき業務に
ついては、業務運営の効率性を
勘案しながらも、必要な人員を
十分に担保した上で組織体制を
構築する。

(２)非公務員型への移行のメリッ

・最適な研究体制の確保：
特に食事摂取基準策定、国民健康・栄養調査、食品分析等の行政ミッションと重点研究課題を確実に遂行できるよう、
それぞれの年度ごとでメリハリのきいた採用 配置換えを実施

非公務員 移行 リ
トを最大限に活かした柔軟な人
事システムを構築し、研究職員
の個人評価の結果を昇級・昇任
等の処遇及び給与面に反映させ
る。

究

それぞれの年度ごとでメリハリのきいた採用、配置換えを実施

公募による任期付研究員の採用者数

(３)研究員の採用に当たっては、
「独立行政法人国立健康・栄養
研究所における研究者の流動化
計画」に沿って、原則として公
募制、任期付の採用を行う。

研究所が重点的に推進する調
査及び研究業務が着実に成果が

3名
（うち1名女性）

6名
（うち1名外国人女性）

0名 2名
（うち1名女性）

査及び研究業務が着実に成果が
挙げられるよう、資質の高い人
材を広く求める。また、資質の
高い人材については、任期中の
実績評価に基づき、任期を付さ
ない形での採用を行う。

さらに 外国人及び女性研究

・フレックスタイム制の活用：

個人の生活にも適合し、研究業務に従事しやすい環境づくり

ワーク・ライフバランスへの
配慮

さらに、外国人及び女性研究
者が業務に従事しやすい環境づ
くりを推進し、外国人及び女性
職員の採用も可能な限り行う。

(４)事務職員の質の向上を図るた
め、研究員と同様に評価を行う

・事務職員の個人評価：

職員の資質、仕事に対する意欲、取組姿勢等に関する所属課長及び事務部長による段階的評価を人事評価マニュアルに
基づき実施。 その結果は、昇給や勤勉手当の算定等に反映、研 員 同様 評価 行

こととし、その評価システムと
して自己評価による評価を行
い、その結果を昇給・昇任等に
反映する。
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事務等の効率化・合理化に関する事項を達成するための措置
評価項目

１７

暫定評価期間

Ｂ（3.42）

【中期計画】
平成18年度

Ｂ（3.40）

平成19年度

Ａ（3.56）

平成20年度

Ｂ（3.33）

平成21年度

Ｂ（3.37）

(１)研究組織体制の見直しに併せ
て、業務の効率化を図るため、事
務部門の組織を見直す。この際、
事務部門に研究員の研究成果の積
極的な活用や、対外的な業務を担
う業務課（仮称）を設け、研究員

・補助金管理システム
・NRデータベースシステム 予算執行管理システム運

業務の簡素化、迅速化を図るため決裁の合理化をはじめ、ＯＡ機器の活用を推進し、予算執行管理システム
等の構築や電子文書の共有化を進めた。

業 課（ 称） 、研 員
が最大限の成果を得られるように
する。

また、権限の明確化及び決裁プ
ロセスの短縮化により、意志決定
の迅速化を図るとともに、事務作
業の迅速化、事務書類の簡素化、

等 進 定

NRデ タベ スシステム
・特別用途食品・特定保健用

食品受付管理システム
運用開始

用開始

研究支援体制の確立
(外部研究費の獲得・対外
業務等への対応）

業務課の新設
適宜内容の更
新・改良を行い、
効率化・最適化
に努めた

電子化等を進める。さらに、定型
的な業務でアウトソーシング可能
なものについては外部委託を進め
る。

外部委託を開始 委託期間短縮

自動車運転業務の外部委託

(２)事務職員については、研究所
で働く者として必要な法令・知識
を習得するための各種研修会やセ
ミナー等への参加を充実させ、職
員が働きやすく自己能力を最大限
発揮できるような職場環境の整備

・職員の資質向上や円滑な業務遂行を図るため、会計事務職員研修、情報公開等研修、業務運営セミナー、共済組合実
務研修等への参加
・職場環境の整備・充実のためOA機器の更新、レイアウトの変更等

を推進する。
これにより、研究所経営への参

加意識を高め、業務の質の向上及
び効率化の一層の推進を図る。

(３)業務の効率化を図るため 業 情報総括責任者（ ）を中心に 業務 最適化 び効率化推進(３)業務の効率化を図るため、業
務・システムの最適化を図る。

・ 情報総括責任者（CIO）を中心に、業務・システムの最適化及び効率化推進
・事務処理を円滑に進めるため平成19年度に科学研究費補助金執行システム等４システムを独自に構築（平成２０年
度からは総合的予算執行管理システムに移行）
・情報の共有化や周知のため所内ＬＡＮの活用を積極的に進め、イントラネットの整備に努めた。

評価の充実に関する事項を達成するための措置
評価項目

１８

暫定評価期間

Ａ（3.53）

(１)毎年度内部評価委員会を
開催し 主要な研究業務に関

【中期計画】 平成18年度

Ａ（3.90）

平成19年度

Ｂ（3.33）

平成20年度

Ａ（3.50）

平成21年度

Ｂ（3.37）
開催し、主要な研究業務に関
して、内部評価を実施し、研
究業務の確実な実施及び効率
化に資する。

(２)柔軟かつ競争的で開かれ

毎年度中期に内部評価委員会としてプロジェクトごとの中間報告会を行い、年度末に外部評
価委員会及び内部評価委員会として年度実績及び次年度計画報告会を行った。

た調査及び研究環境の実現や
経営資源の重点的・効率的配
分に資するため、外部の専門
家等の評価者による外部評価
を毎年度２回程度実施する。 内部評価のフレームワーク

(３)内部及び外部評価結果は、
ホームページ上で公表すると
ともに、組織や施設・設備の
改廃等を含めた予算・人材等
の資源配分に反映させる等、
調査及び研究活動の活性化 ４月

３月２～３月 １０～１１月

４月

研

究

外部評価委員会（事前／事後） 独法評価委員会（事後）

調査及び研究活動の活性化・
効率化に積極的に活用する。

(４)研究員については、自己
点検・評価を行うとともに、
可能な限り客観的な指標に基

４月

各プログラムにおける 各プログラムからの

予算の補正、人的資源等
への反映

各プログラムからの

４月

内部評価委員会
による評価の実施

所

全

体

各
プ

年度計画の策定

づき評価を行う。
また、理事長は自ら全研究

員との面談を行い、適切かつ
公平な評価を行う。

さらに、評価の結果は各職
員にフィードバックするとと

各プログラムにおける
関連計画（含：目標設定）

各プログラムからの
中間報告 年度末報告

（含：目標達成状況）

各プログラムにおける目標達

プ
ロ
グ
ラ
ム

各
研

① 業績等データベースを
利用したリスト管理（毎年）員にフィ ドバックするとと

もに、所内イントラネットを
活用して、各研究の研究業績
を公開し、評価の透明性の確
保に努める。

成の視点から、各研究員の貢
献の度合いを評価

研
究
員

② ｢自己点検シート｣の作成
（隔年）

理事長による評価

利用したリスト管理（毎年）
期末手当、
昇給等への反映

- 18 -



業務運営全体での効率化を達成するための措置
評価項目

１９

暫定評価期間

Ｂ（3.43）

【中期計画】
平成18年度

Ａ（3.60）

平成19年度

Ａ（3.44）

平成20年度

Ｂ（3.16）

平成21年度

Ａ（3.50）

95 919

平成17年度

（単位：千円）95,919 92,307
87,760 85,550

81,556

一般管理費

中期目標期間中、毎年度、
２％以上削減し、中期目
標期間の最終年度までに、

（単位：千円）

標期間の最終年度までに、
平成１７年度を基準とし
て１０％以上の削減を達
成する。

対17年度削減率 3.8％ 8.5％ 10.8％ 15.0％

人件費

中期目標期間中、毎年度、
１％以上削減し、中期目標期
間の最終年度までに、平成１
７年度を基準として５％以上

429,528
438,792

408,781
425,451

400,757

７年度を基準として５％以上
の削減を達成する。

併せて、国家公務員の給与
構造改革を踏まえ、給与体系
の見直しを行う。

171 696

対17年度削減率 ▲2.2％ 5.5％ 1.6％ 5.0％

業務経費

中期目標期間中、毎年度、
１％以上削減し、中期目標
期間の最終年度までに、平

169,092
160,819

171,696

158,871

149,312

重点調査研究の一つである
「健康食品の安全性・有効性
情報」に係るサーバ機器購入

成１７年度を基準として
５％以上の削減を達成す
る。

対17年度削減率 4.9％ ▲1.5％ 6.0％ 11.7％

情報」に係るサーバ機器購入
等の経費が必要となり、執行
額が増えた。

外部研究資金その他の自己収入の増加に関する事項を達成する
ための措置

評価項目

２０

暫定評価期間

Ａ（3.55）

【中期計画】
平成18年度

Ａ（3.90）

平成19年度

Ａ（3.78）

平成20年度

Ｂ（3.00）

平成21年度

Ａ（3.50）

(１)運営費交付金以外の競
争的研究資金の積極的な獲
得を図り、外部研究資金、 （件数）

（金額（億））
（件数）

（金額（億））
（件数）

（金額（億））
（件数）

（金額（億））

58得を図り、外部研究資金、
その他の競争的資金の募集
等に積極的に参加し、その
増加に努める。

30

50

3

5

459 196

49

102 817 27 197

30

50

3

5

30

50

3

5

30

50

3

5

386,840 73 502 40,252

55

315,225

48

32,369 40,685 299 948

58

16,581 33 350

競争的研究 受託研究 共同研究

101

459,196
千円

102,817
千円

8

27,197
千円

15

競争的研究 受託研究 共同研究

101

競争的研究 受託研究 共同研究

101

競争的研究 受託研究 共同研究

101

386,840
千円

73,502
千円

40,252
千円

7

14

,
千円

32,369
千円

9

40,685
千円

10

299,948
千円

16,581
千円

10

33,350
千円

11

(２)各種研究から生じる知
的財産（特許権等）の有効
活用並びに研究成果の社会
への還元を目的とした出版

競争的研究 受託研究 共同研究 競争的研究 受託研究 共同研究 競争的研究 受託研究 共同研究 競争的研究 受託研究 共同研究

印税収入 設備利用収入

（単位：千円）への還元を目的とした出版
等を行うことにより、自己
収入の確保につなげる。

また、「独立行政法人国
立健康・栄養研究所施設・
設備等利用規程」に基づ
き 地域住民等への施設開

759 421
491 453

（単位 千円）

き、地域住民等への施設開
放を行い、研究所の設備等
の効率的な利用に努め、併
せて自己収入の増加に寄与
する。 5,465 5,096 4,655 4,320
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経費の抑制に関する事項を達成するための措置
評価項目

２１

暫定評価期間

Ｂ（3.46）

(１)各部門において、常勤職
員の人件費を含めたコスト

【中期計画】
平成18年度

Ａ（3.60）

平成19年度

Ｂ（3.22）

平成20年度

Ａ（3.50）

平成21年度

Ａ（3.50）

コスト管理の徹底：管理を四半期毎に行い、効
率的な資金の運用とコスト
意識の向上を図る。

(２)研究業務の集約化、アウ
トソーシング等により人的資

有 並び 経

・コスト管理の徹底：
各プログラム／リーダーごとの予算執行状況を月別に集計・分析を行い、所内
のイントラネットで公表

効率的な予算管理、
職員のコスト意識の高揚

・施設設備の共同利用の促進：
共同機器のメンテナンス、施設設備・スペースの共同利用

機器購入の抑制

源の有効活用並びに経費の削
減を図るとともに、業務運営
に係る経常的経費について
も、法令集の追録購入中止等
により削減を図る。

・外部委託による効率化：
共同機器のメンテナンス国民健康・栄養調査業務に伴うデータ入力業務、コホート研究における検体検査等を外部委託

・月次監査の実施：
会計担当監事による会計監査を定期的に実施するとともに、契約内容をチェックするなど契約の適正化等に努めた。

その他の業務運営に関する重要事項を達成するための措置
評価項目

２２

暫定評価期間

Ｂ（3.46）

【中期計画】
平成18年度

Ｂ（3.40）

平成19年度

Ａ（3.56）

平成20年度

Ａ（3.50）

平成21年度

Ｂ（3.37）
セキュリティ講習会の開催（年6回）

セキュリティの確保
情報システムに係る情報の

セキュリティの確保に努める。

プ

独立行政法人 国立健康・栄養研究所 情報ネットワークセキュリティポリシーの遵守

一部改定一部改定 一部改定一部改定

情 策 施 情 策 施

セキュリティ講習会の開催（年6回）

セキュリティ監査会社によるセキュリティチェックの実施

webアプリケーションファイ
ヤーウォールシステムを導入

セキュリティーレベルの
大幅な向上

情報セキュリティ対策実施手
順を制定

情報セキュリティ対策実施
手順書を作成 一部改定一部改定

ソフト面・ハード面の継続的なセキュリティの確保を実施
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